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第 1章 調査の概要 

 

1.1 調査の目的 

業務用ガス燃焼機器（都市ガス及び液化石油ガス）が使用される業務用厨房施設等におい

て万一、ガス漏えいによる火災・爆発事故や不完全燃焼による一酸化炭素中毒事故（以下、

ＣＯ中毒事故という）が発生した場合、多くの人を巻き込み、甚大な被害を及ぼす可能性が

あることから、そのような事故を低減させるために業務用ガス燃焼機器の安全性を一層高め

ることが重要である。 

業務用ガス燃焼機器のうち、裸火が見えない機器では高い割合で立ち消え安全装置搭載品

がラインナップされているものの、熱による機能劣化や故障の懸念があることや構造上取り

付けできない等の技術的な理由により、搭載率が低い機器も存在する。また、安全装置搭載

機器が価格面から消費者に選ばれにくいこともあり、実態としては低い普及率に留まってい

る。また、中古機器も市場で少なからず流通しており、長期にわたって当該ガス燃焼機器が

使用され続けることが少なくないことから、安全装置を搭載している機器の販売が進んでも

当面は安全装置が搭載されていない機器が相当数残存することとなるとみられ、これらの機

器を使用する上での安全性を高める対策も重要であると考えられる。 

こうしたことから、本事業において事故件数が多く確認されている業務用厨房機器を中心

に調査対象として、事故の傾向として多く確認されているＣＯ中毒事故及びガス漏えいによ

る事故防止対策としてガス機器や安全装置の技術的向上や基準の見直し等に向けた方針案を

策定し、今後のＣＯ中毒事故や火災・爆発事故の低減を図ることを目的とする。 

 

1.2 調査の内容 

1.2.1 安全対策の実態調査 

（1）業務用ガス燃焼機器の修理・メンテナンスに関する実態調査 

製造事業者等による修理・メンテナンスの実態を把握し、今後のメンテナンスの基準

についての方針を策定する。 

 

（2）ＣＯ警報器の設置状況に関する調査 

業務用ガス燃焼機器におけるＣＯ中毒事故は人命に関わる大きな事故につながりや

すいことから、業務用厨房施設において実施されているＣＯ中毒事故防止対策の現状把

握を行う。 

 

1.2.2 業務用ガス燃焼機器及び業務用厨房設備に対する対策の検討 

業務用厨房施設において発生した事故に基づき、安全装置の種類等別の事故削減効果に

ついて調査するとともに、安全装置による事故防止対策について検討する。またガス機器

の技術的向上を図るとともに、ＩｏＴ化による事故低減に向けた可能性を検討する。 

 

1.2.3 業界関係者等へのヒアリングの実施 

上記 1.2.1 及び 1.2.2 を効率的かつ円滑に進めるため、業界関係者等へのヒアリング

を実施し、調査・分析方法の選定、調査・分析結果の評価等に係る意見を聴取する。 
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1.3 調査の結果 

   調査の結果は、次のとおりである。 

 

1.3.1 安全対策の実態調査 

（1）業務用ガス燃焼機器の修理・メンテナンスに関する実態調査 

業務用ガス燃焼機器製造事業者及び業界団体に対して、業務用ガス燃焼機器の種類

ごとに、メンテナンスの頻度及び内容、メンテナンスの重点項目（劣化の進行により

使用時の安全性が低下するおそれのある箇所）、定期メンテナンス契約をしている顧

客の割合についてアンケート調査を実施した。（2.1 参照） 

 

（2）ＣＯ警報器の設置状況に関する調査 

ガス警報器白書 2020及び令和元年度「燃焼器具交換・安全機器普及状況等調査報告

書」から、都市ガス用、ＬＰガス用それぞれについて業務用厨房施設におけるＣＯ警

報器の設置率及び設置率の地域差を調査した。また、令和元年度石油・ガス供給等に

係る保安対策調査等委託費（業務用ガス燃焼機器安全性向上対策に係る調査研究）事

業報告書の業務用ガス燃焼機器に係るアンケート調査集計（ユーザー）結果から、警

報器が設置されている厨房における実際の使用実態について抽出した。（2.2 参照） 

 

1.3.2 業務用ガス燃焼機器及び業務用厨房設備に対する対策の検討 

（1）不完全燃焼防止対策の検討 

① 不完全燃焼防止装置搭載機器の開発・普及促進 

ガス事業者及び業界団体に対して、不完全燃焼防止装置搭載機器の普及状況、不

完全燃焼防止装置を搭載することのメリット及びデメリット、普及促進への取り組

みについてヒアリング調査を実施し整理した。（3.1.1 参照） 

 

      ② 換気扇連動普及促進の検討 

業務用ガス燃焼機器と換気扇連動の可能性について業界関係者にヒアリング調査

を実施し、普及促進の課題と解決策について整理した。（3.1.2 参照） 

 

（2）漏えい事故防止対策の強化 

業務用厨房施設におけるガス漏えいによる火災・爆発事故事例から事故原因の分類

及び対策案の整理を行い、業界関係者へのヒアリング調査の結果を踏まえて対策を実

行する上での課題の整理及び解決策案の検討を行った。また、業務用ガス燃焼機器へ

の立ち消え安全装置の搭載について、範囲を限定した義務化の可能性を検討した。（3.2

参照） 

 

（3）ＩｏＴ技術活用の検討 

業務用厨房施設における事故防止対策に寄与する可能性のあるＩｏＴ技術について

業界関係者にヒアリング調査を実施し、活用の可能性について検討した。（3.3 参照） 

 

（4）業務用ガス燃焼機器の技術基準の再検討 

1.3.1（1）の結果を踏まえて、業務用ガス燃焼機器のメンテナンス内容及び頻度を
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検討し、メンテナンス基準案などを作成した。また、検討結果をユーザー、製造事業

者、販売事業者、メンテナンス事業者へ周知する手法を検討した。（3.4参照） 

 

（5）ＣＯ警報器の設置促進に向けた検討 

1.3.1（2）の結果を踏まえて、ガス事業者、警報器製造事業者及び業界団体に対し

て、業務用厨房施設へのＣＯ警報器普及促進の際に障害となっている事項及びＣＯ警

報器の設置促進に向けたユーザーへの安全啓発に係る取り組みについて、ヒアリング

調査を実施し整理した。（3.5 参照） 

 

1.3.3 業界関係者等へのヒアリングの実施 

安全対策の実態調査（1.3.1）及び事故防止対策の課題・効果等の整理（1.3.2）の結果

を踏まえ、1.4.2に示した委員会において、業務用厨房における事故防止対策について検

討、評価を行った。 

 

1.4 検討体制 

1.4.1 事業実施体制 

事業実施体制は下図に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

構成メンバー 業務内容 

主任研究員Ａ 全体の取りまとめ 

研究員Ｂ・Ｃ 業務用ガス燃焼機器のメンテナンス等の安全対策の実態調査・業務用

ガス燃焼機器及び業務用厨房設備に対する保安対策の検討・業界関係

者等へのヒアリングの実施・報告書の作成 

 

1.4.2 委員会の設置、運営 

本事業の実施にあたり、「業務用ガス燃焼機器安全性向上対策委員会」を設置した。

委員会委員の構成及び開催実績は以下の通りである。 

 

（1）委員構成（順不同、敬称略） 

 氏 名 所 属 

委員長 松島 均 学校法人 日本大学 

生産工学部 機械工学科 教授 

委員 足澤 圭一 ガス警報器工業会 

事務局長 

委員 石井 滋 一般社団法人 日本フードサービス協会 

常務理事 

統括責任者 主任研究員Ａ 

研究員Ｂ 

研究員Ｃ 
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委員 伊東 明彦 一般社団法人 全国生活衛生同業組合中央会 

専務理事 

委員 黒川 広治 一般社団法人 日本ガス協会 

天然ガス普及ユニット 普及推進部 部長 

委員 小城 哲郎 全国飲食業生活衛生同業組合連合会 

専務理事 

委員 近藤 三郎 株式会社コメットカトウ 

研究開発部 統括マネージャー 

委員 佐伯 弘一 公益社団法人 日本給食サービス協会 

専務理事 

委員 髙木 裕則 一般社団法人 全国ＬＰガス協会 

保安部 保安担当部長 

委員 高橋 茂 高圧ガス保安協会 

液化石油ガス部 液化石油ガス課 調査役 

委員 名川 良春 矢崎エナジーシステム株式会社 

ガス機器開発センター 要素技術開発部 部長 

委員 吉野 高広 一般社団法人 日本厨房工業会 

係長 

委員 和中 清人 タニコー株式会社 

商品開発部 次長 

委員 丹羽 哲也 一般財団法人 日本ガス機器検査協会 

検査認証事業部長 

関係者  総務省消防庁 予防課 

関係者  東京消防庁 予防部予防課 

関係者  千葉市消防局 予防部指導課 

関係者  農林水産省 食料産業局 食品製造課 外食産業室 

関係者  経済産業省 産業保安グループ 製品安全課 

関係者  経済産業省 産業保安グループ ガス安全室 

事務局  一般財団法人 日本ガス機器検査協会 認証技術部 

 

（2）委員会の開催実績 

第１回 

２０２０年１０月１６日（金） １０：００～１２：００ 

Microsoft Teams Web 会議 

一般財団法人日本ガス機器検査協会 ３階第１、第２、第３会議室 

第２回 

２０２０年１２月２２日（火） １５：３０～１７：３０ 

Microsoft Teams Web 会議 

一般財団法人日本ガス機器検査協会 ３階第１、第２会議室 

第３回 

２０２１年 ３月１１日（木） ９：００～１１：００ 

Microsoft Teams Web 会議 

一般財団法人日本ガス機器検査協会 ３階第１会議室 
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業務用ガス燃焼機器の区分 

区分 区分の説明 区分に該当する機器の具体例 

① 業務用こんろ バーナーが一口のこん

ろ、鋳物こんろ 

 

 

 

  

 

② 業務用レンジ 二口以上のバーナーが

備わったこんろやガステ

ーブル 

 

 

  

 

 

 

③ 業務用オーブ

ン 

オーブン機能（調理用庫

内を高温にし、主として

対流熱で食材を調理す

る）単体のもの 

 

※スチームコンベクショ

ンオーブン…蒸気発生

装置と強制対流用送風

機を備えたオーブン 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一口コンロ 

鋳物コンロ 

卓上レンジ 

ガステーブル 

ガスオーブン 

スチームコンベクションオーブン 

スープレンジ 
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④ 業務用オーブ

ンレンジ 

レンジとオーブンがセッ

トになっているもの 

 

 

オーブンレンジ 

⑤ 業務用めんゆ

で器 

めん類を茹でたり、ゆが

いたりするもの 

 

 

      

 

⑥ 業務用中華レ

ンジ 

主として中華料理に用

いる、中華鍋専用の五

徳を備えたもの 

 

⑦ 業務用フライ

ヤー 

油を加熱してフライ及び

天ぷら等の調理をする

もの 

 

 

      

 

⑧ 業務用炊飯器 米飯を調理するもの 

  

 立体式炊飯器 

中華レンジ 

炊飯器 

フライヤー 

めんゆで器 
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⑨ 業務用グリド

ル 

鉄板等で食品を直接焼

いたり、炒めたりするも

の 

  

 

⑩ 業務用酒かん

器 

酒を温めるもの 

  酒かん器 

⑪ 業務用おでん

鍋 

おでんの調理及び保温

をするもの 

 おでん鍋 

⑫ 業務用蒸し器 蒸気で加熱調理するも

の 

 蒸し器 

⑬ 業務用焼き物

器 

食材を直火または輻射

熱で熱するもの 

  

 

 

 

焼き物器 

サラマンダー 

餃子焼き器 グリドル 
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⑭ 業務用煮炊釜 平釜等を備えた大容量

の食品を煮炊きするも

の 

 

 

⑮ 業務用食器洗

浄機 

食器･グラス等を洗浄す

るもの 

 

※ガスブースター（洗浄

用の温水を作り出すも

の）一体のものを対象と

する 

 

 

⑯ 業務用食器消

毒保管庫 

熱風により食器等を加

熱消毒し、保管するもの 

食器消毒保管庫 

⑰ 業務用煮沸消

毒器 

調理器具等を熱湯で煮

沸消毒するもの 

 煮沸消毒器 

回転釜 ティルティングパン 

食器洗浄機（右側がガスブースター部分） 
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⑱ 業務用湯せん

器 

湯槽内に専用容器を落

とし込み、調理済みの食

品を保温するもの 

 

 

⑲ 業務用その他 １～１８に該当しないも

の 

  

 

 

 

 

湯せん器 
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第 3章 業務用ガス燃焼機器及び業務用厨房に対する対策の検討 

 

3.1 不完全燃焼防止対策の検討 

 

3.1.1 不完全燃焼防止装置搭載機器の開発・普及促進 

不完全燃焼防止装置搭載機器の普及状況、不完全燃焼防止装置を搭載することのメリ

ット及びデメリット、普及促進への取り組みについて、ガス事業者及び業界団体に対

してヒアリング調査を実施し整理した。 

 

（1）不完全燃焼防止装置搭載機器の普及状況 

不完全燃焼防止装置には、主に以下の３つの方式がある。 

 ①温度検知方式（主に熱電対、その他としてバイメタル、サーミスタ） 

 ②火炎検知方式（フレームロッド） 

 ③濃度検知方式（ＣＯセンサ） 

家庭用の機器には、①の熱電対方式や②のフレームロッド方式等の安価な方式が

採用され普及している。業務用を含む一部の給湯器では③のＣＯセンサ方式を採用

した機器も普及しており、特に屋内に設置して排気を強制排気するタイプの機器に

は標準搭載するメーカーもある。 

一方、業務用ガス厨房機器は、ほとんどが屋内設置であることや使用時間が長い

ことなどから、一般財団法人日本ガス機器検査協会の認証基準においては、③のＣ

Ｏセンサ方式しか不完全燃焼防止装置として規定していない。 

業務用ガス厨房機器の一部のメーカーでは、過去からＣＯセンサ方式の開発を行

っているが、燃焼方式が他の機器と異なるため燃焼排ガス中のＣＯ濃度の正確な検

出が難しいこと、また、温度や流速等の制約からセンサーの取付位置が難しいこと

など、普及促進における技術的な課題が確認されている。 

 

（2）不完全燃焼防止装置を搭載することのメリット及びデメリット 

＜メリット＞ 

・ＣＯの発生をすぐに高精度で把握してガスを遮断できるため、事故防止効果が高

い 

・当該ガス機器に限定してガスを遮断でき、警報器の鳴動もない 

 

＜デメリット＞ 

・不完全燃焼防止装置搭載機器の開発・商品化・普及促進にはインセンティブ等が

必要である 

・現在の不完全燃焼防止装置は限られた条件（特に温度）及び限られた機器（例：

オーブン、炊飯器、煮炊釜、めんゆで器等の排気筒をもつもの）でしか使用でき

ない 

・不完全燃焼防止装置搭載機器を開発できるメーカーが限られる 

 

（3）不完全燃焼防止装置搭載機器の普及促進への取り組み 

業務用ガス厨房機器不完全燃焼防止装置に係る基準を作成し、第三者機関による
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検査・認証が開始されている。 

 

3.1.2 換気扇連動普及促進の検討 

業務用ガス燃焼機器と換気扇連動の可能性について業界関係者にヒアリング調査を実

施し、普及促進の課題と解決策について整理した。 

 

食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故一覧（2018 年～2020 年）か

ら業務用厨房施設における事故事例を抜粋し、表 3.1 において事故原因を分類したとこ

ろ、換気設備の不使用を原因とする事故が多数存在しており、換気設備の使用は有効な

ＣＯ中毒事故対策であると考えられる。中でも換気扇連動設備は燃焼機器使用時に換気

扇を自動で運転するため、換気扇の不使用によるＣＯ中毒事故の防止が期待できる。 

換気扇連動に関して委員会中に議論の焦点になったのは、換気扇と何を連動させるか

である。連動させる対象はＣＯ警報器、ガス燃焼機器、照明等が考えられるが、実現可

能性やコスト等が異なるため、それぞれについて検討する必要がある。調査を行う中で、

普及促進の取り組みの取りまとめを行う団体が想定しにくいこと、関連する法規制が明

確でないこと等が課題として挙がった。業務用換気警報器と換気扇の連動については、

直接換気扇を駆動させるには現在の電池駆動式では困難である。システム設計や既存品

に取り付けるアダプタの開発等の側面からも、換気扇の仕様調査が必要であると考えら

れる。厨房内で作業をする際は必ず照明をつけることが想定されるので、照明と換気扇

の連動が効果面・効率面から有効である可能性があるが、関係法令等も調査した上で今

後長期的に検討する必要がある。
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3.2 漏えい事故防止対策の強化 

 

3.2.1 ガス漏えいによる火災・爆発事故原因の分類及び対策案の検討 

2018年～2019年に業務用厨房施設で発生したガス漏えいによる火災・爆発事故の中で、

業務用オーブンレンジのオーブン部に滞留した未燃ガスに着火するケースが多く、都市

ガスにおいては人身事故の約半数を占めており、ＬＰガスにおいても多く発生している。

令和元年度調査報告書に掲載されている業務用オーブンレンジのオーブン部等の漏えい

着火事故事例を一部抜粋したものが表 3.2 である。また、その他の漏えい事故対策案を

表 3.3 にまとめた。 
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3.2.2 業務用オーブンレンジのオーブン部等の立ち消え安全装置搭載義務化に関する検討 

 

（1）義務化の検討に至った経緯 

令和元年度の業務用ガス燃焼機器安全性向上対策に係る調査事業によると、業務用ガス燃焼機

器の漏えい着火等の事故（過去 10 年間）の中で立ち消え安全装置が搭載されていれば防げた可

能性のある事故の割合は都市ガス 50.5%、LP ガス 69.0％と、安全装置搭載が有効であることが

示されている。一方で、全ての業務用ガス機器を対象にした立ち消え安全装置の搭載義務化はコ

スト面、技術面等から現時点では実現困難である。 

ガス漏えいによる火災・爆発事故については、業務用オーブンレンジのオーブン内に滞留した

ガスに着火するケースが多く、都市ガスにおいては人身事故の約半数を占めており、ＬＰガスに

おいても多く発生していることから、オーブン等に限定しても相当数、人身事故を減らせると思

われる。 

また、一般社団法人日本厨房工業会が業務用ガス燃焼機器製造事業者を対象に行ったアンケー

ト調査を抜粋した表 3.5によると、2018年 1月～2018年 12月に生産された機器について、立ち

消え安全装置を搭載した機器の割合は業務用オーブンが 96.6％、業務用オーブンレンジが 68.0

％、業務用炊飯器が 99.7％となっており、業務用オーブンレンジの立ち消え安全装置搭載率が

比較的低い数字となっていた。 

上記の結果からも分かるように、立ち消え安全装置を搭載した業務用オーブン等は既に販売、

使用されている。一般財団法人日本ガス機器検査協会（JIA）の自主基準である業務用ガス厨房

機器検査規程では、技術上の基準として「使用時に常時炎が確認できる構造以外のものにあって

は、立ち消え安全装置を備えていること」を規定しており、JIA認証を取得したオーブンは立ち

消え安全装置を搭載している。 

これらの背景から、漏えい事故防止対策の中でも業務用オーブンレンジのオーブン部等に品目

を限定した立ち消え安全装置搭載の義務化を検討する案を作成した。 

 

（2）義務化の範囲の現状と課題 

表 3.4 は業務用ガス燃焼機器の立ち消え安全装置搭載に関する法令の条文を抜粋したもので

ある。業務用について言及している例として、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関

する法律施行令別表第一において、「液化石油ガスの消費量の総和が十四キロワット（ガスオー

ブンを有するものにあつては、二十一キロワット）以下のものであつて、こんろバーナー一個当

たりの液化石油ガスの消費量が五・八キロワット以下」の「液化石油ガスこんろ」は液化石油ガ

ス器具等に指定されている。当該ガスこんろは通達において立ち消え安全装置を有することが規

定されている。ただし、業務の用に供するものはこの限りでなく、業務用である旨の機器本体へ

の表示が必要であると記載がある。ガス事業法についても同様であり、業務用について除外する

例はあるが、業務用のみ規制対象とする例はない。また、ガスオーブンやガスレンジについては

規定がない。 

その他、ガス事業法施行規則第二百二条では消費機器の技術上の基準、液化石油ガスの保安の

確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第四十四条では消費設備の技術上の基準が定めら

れている。 

これらの背景を踏まえ、業務用ガスオーブンやガスレンジ等への立ち消え安全装置搭載に関す

る法令での記載方法について検討が必要である。  
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（3）義務化の範囲（案） 

機器の構造特性から「立ち消え安全装置の搭載を義務化するもの」と「立ち消え安全装置の搭載

を推奨するもの」に分類する。なお、業務用ガス燃焼機器の製造事業者が新たに製品を製造する際

に義務を課すものであり、既販品を使用する使用者に対して設置の義務が課されるものではない。 

 

① 立ち消え安全装置の搭載を義務化するもの 

（使用時に常時炎が確認できない構造かつ未燃ガスが密閉空間に滞留しやすい構造のもの） 

・業務用オーブン 

・業務用オーブンレンジのオーブン部 

・業務用立体炊飯器 

 

② 立ち消え安全装置の搭載を推奨するもの（使用時に常時炎が確認できない構造のもの） 

・業務用めんゆで器 ・業務用食器洗浄機 

・業務用フライヤー ・業務用食器消毒保管庫 

・業務用炊飯器（立体式以外のもの） ・業務用煮沸消毒器 

・業務用グリドル ・業務用湯せん器 

・業務用蒸し器 ・業務用酒かん器 

・業務用煮炊釜 ・無煙ロースター 

 

（4）義務化までのスケジュール（案） 

来年度より検討を開始し、5年計画で新製品への立ち消え安全装置搭載完全義務化を目指す。 

 

2020年度 事業報告書内で事故対策の提言 

（品目を限定した立ち消え安全装置搭載の義務化） 

2021年度 業務用オーブン等に対する法規制の検討の開始 

2024年度 法制化による義務化の開始 

2024年度～2025年度 猶予期間 

2026年度 新製品への立ち消え安全装置搭載完全義務化 
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表 3.5 機種ごとの生産台数（2018 年 1 月～2018年 12 月）と安全装置の搭載状況 

  

生産（自社

国内販売）

生産（OEM

 他社販売）
生産（輸出用） 輸入品

業務用こんろ 711 710 0 1 0

安全装置あり 0 0.0% 0

安全装置なし 711 100.0% 710 1

業務用レンジ 13,200 12,538 628 34 0

安全装置あり 425 3.2% 425

立ち消え安全装置あり 425 3.2% 425 0 0 0

安全装置なし 12,775 96.8% 12,113 628 34

業務用オーブン 3,067 2,956 0 11 100

安全装置あり 3,064 99.9% 2,953 11 100

立ち消え安全装置あり 2,964 96.6% 2,953 0 11 0

過熱防止装置あり 3,007 98.0% 2,897 0 10 100

空焚き防止装置あり 1,336 43.6% 1,336 0 0 0

その他安全装置（燃焼ブロワ風圧スイッチ） 1,300 42.4% 1,300

安全装置なし 3 0.1% 3

業務用オーブンレンジ 4,067 3,862 188 17 0

安全装置あり 2,767 68.0% 2,742 8 17

立ち消え安全装置あり 2,767 68.0% 2,742 8 17 0

過熱防止装置あり 2,300 56.6% 2,300 0 0 0

安全装置なし 1,300 32.0% 1,120 180

業務用めんゆで器 4,050 4,024 0 26 0

安全装置あり 3,650 90.1% 3,624 26

立ち消え安全装置あり 2,150 53.1% 2,124 0 26 0

過熱防止装置あり 1,004 24.8% 1,004 0 0 0

空焚き防止装置あり 1,584 39.1% 1,582 0 2 0

安全装置なし 400 9.9% 400

業務用中華レンジ 1,091 1,086 0 5 0

安全装置あり 24 2.2% 24

立ち消え安全装置あり 7 0.6% 7 0 0 0

その他安全装置（詳細不明） 17 1.6% 17

安全装置なし 1,067 97.8% 1,062 5

業務用フライヤー 11,355 11,242 11 102 0

安全装置あり 11,355 100.0% 11,242 11 102

立ち消え安全装置あり 11,355 100.0% 11,242 11 102 0

過熱防止装置あり 11,355 100.0% 11,242 11 102 0

空焚き防止装置あり 81 0.7% 81 0 0 0

安全装置なし 0 0.0% 0 0 0 0

業務用炊飯器 14,156 13,971 0 185 0

安全装置あり 14,120 99.7% 13,935 185

立ち消え安全装置あり 14,120 99.7% 13,935 0 185 0

過熱防止装置あり 3,057 21.6% 2,889 0 168 0

空焚き防止装置あり 500 3.5% 500 0 0 0

その他安全装置（時間超過消火装置） 500 3.5% 500

安全装置なし 36 0.3% 36

業務用グリドル 3,064 3,058 0 6 0

安全装置あり 3,064 100.0% 3,058 6

立ち消え安全装置あり 3,064 100.0% 3,058 0 6 0

過熱防止装置あり 2,931 95.7% 2,931 0 0 0

安全装置なし 0 0.0% 0

生産等台数(2018)機種及び安全装置の有無

内訳
(割合)
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業務用蒸し器 456 456 0 0 0

安全装置あり 456 100.0% 456

立ち消え安全装置あり 456 100.0% 456 0 0 0

過熱防止装置あり 455 99.8% 455 0 0 0

空焚き防止装置あり 1 0.2% 1 0 0 0

安全装置なし 0 0.0% 0

業務用焼き物器 1,327 1,325 0 2 0

安全装置あり 1,244 93.7% 1,242 2

立ち消え安全装置あり 1,244 93.7% 1,242 0 2 0

過熱防止装置あり 161 12.1% 161 0 0 0

安全装置なし 83 6.3% 83

業務用煮炊き釜 2,776 2,736 40 0 0

安全装置あり 1,543 55.6% 1,503 40

立ち消え安全装置あり 1,543 55.6% 1,503 40 0 0

過熱防止装置あり 1,195 43.0% 1,155 40 0 0

その他安全装置（槽傾斜安全装置） 50 1.8% 50

安全装置なし 1,233 44.4% 1,233

業務用食器洗浄機 5,268 5,068 0 0 200

安全装置あり 5,259 99.8% 5,059 200

立ち消え安全装置あり 5,259 99.8% 5,059 0 0 200

過熱防止装置あり 4,992 94.8% 4,992 0 0 0

空焚き防止装置あり 3,801 72.2% 3,601 0 0 200

その他安全装置（給水異常感知による空焚き防止） 800 15.2% 800

安全装置なし（不明を含む） 9 0.2% 9

業務用食器消毒保管庫 86 86 0 0 0

安全装置あり 86 100.0% 86

立ち消え安全装置あり 86 100.0% 86 0 0 0

過熱防止装置あり 86 100.0% 86 0 0 0

安全装置なし 0 0.0% 0

業務用煮沸消毒器 30 30 0 0 0

安全装置あり 30 100.0% 30

立ち消え安全装置あり 30 100.0% 30 0 0 0

安全装置なし 0 0.0% 0

業務用湯せん器 171 171 0 0 0

安全装置あり 171 100.0% 171

立ち消え安全装置あり 171 100.0% 171 0 0 0

安全装置なし 0 0.0% 0

業務用その他 1,711 1,607 100 4 0

安全装置あり 794 46.4% 790 4

立ち消え安全装置あり 400 23.4% 396 0 4 0

不完全燃焼防止装置あり 394 23.0% 394

空焚き防止装置あり 13 0.8% 11 0 2 0

安全装置なし 917 53.6% 817 100

機種名無回答 765 765 0 0 0

安全装置あり 505 66.0% 505

立ち消え安全装置あり 505 66.0% 505 0 0 0

過熱防止装置あり 505 66.0% 505 0 0 0

安全装置なし 260 34.0% 260

総計 67,351 65,691 967 393 300

安全装置あり 48,557 72.1% 47,845 59 353 300

立ち消え安全装置あり 46,546 69.1% 45,934 59 353 200

不完全燃焼防止装置あり 394 0.6% 394 0 0 0

過熱防止装置あり 31,048 46.1% 30,617 51 280 100

空焚き防止装置あり 7,316 10.9% 7,112 0 4 200

その他安全装置あり 2,667 4.0% 2,667 0 0 0

安全装置なし 18,794 27.9% 17,846 908 40 0
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3.3 ＩｏＴ技術活用の検討 

業務用厨房施設における事故防止対策に寄与する可能性のあるＩｏＴ技術について業界関

係者にヒアリング調査を実施し、活用の可能性について検討した。 

 

3.3.1 スマートメーターと燃焼機器との連携の可能性 

平成 20 年度～22 年度に高圧ガス保安協会が実施した、ＬＰガス用の超音波メーターで

ガス機器や不完全燃焼等を判別する実験結果において、家庭用ガス機器（温水、調理、

暖房等）の種類ごとの流量変化例が示されている。点火後のガス流量の変化パターンか

ら使用されている燃焼機器の種類を判断し、異なる流量の変化パターンが確認された際

に漏えいありと検知することが考えられる。 

なお、スマートメーターを活用する上での課題として、以下が挙げられる。 

・事故リスクの大きさと連動したデータを確度高く取得できるか、検討する必要がある 

・スマートメーターの電池や容量には制限があるため、取得する情報の優先度を検討す

る必要がある 

・スマートメーターの普及を促進する必要がある 

・個人情報保護の観点から、取得した情報の取扱いの基準を検討する必要がある 

上記の課題の解決策を含め、スマートメーターの活用方法については長期的に検討し

ていく必要がある。 

 

3.3.2 警報器と燃焼機器との連携の可能性 

ガスが燃焼する時、ＣＯ警報器が鳴動しなくてもＣＯが発生しているが、そのような

場合でもＣＯ警報器は内蔵されているセンサーでＣＯ濃度を測定している。Wi-Fi 通信が

可能な警報器を利用して、スマートメーターを介さずに燃焼機器と警報器が直接通信し、

ＣＯ警報器が取得した日々のＣＯ濃度データを蓄積して、ＣＯ中毒事故対策に活用する

ことが考えられる。このような警報器は常時電源が供給されているため電池残量は問題

とならないが、厨房内に設置されている業務用換気警報器等は様々な厨房に対応できる

よう電池駆動式となっており、常時通信をすると電池容量が不足するという課題がある。 

また、換気状況を知らせるＩｏＴ技術として、ＣＯ２センサーと携帯電話回線を持った

ゲートウェイをセットで販売している事例がある。ＣＯ２濃度を測定し、スマートフォン

アプリで換気状況をリアルタイムに表示して適切な換気を促すものだが、ＣＯ２センサー

の代わりにＣＯセンサーを内蔵してＣＯ濃度を測定することで、ＣＯ中毒の危険が高ま

る前に換気を促すことが考えられる。 

 

3.3.3 燃焼機器の事故予測へのＩｏＴ技術活用の可能性 

業務用厨房機器のＩｏＴ化を進めてガス安全の情報プラットフォームを構築し、得ら

れたビッグデータから燃焼器の事故予測ロジックを検討することが考えられる。 

機器から得られた情報を共有するためのプラットフォーム開発の取り組みとして、現

在、一般社団法人日本エレクトロヒートセンターにより、複数のメーカーが製造する多

種多様な厨房機器データを統一管理するための共通基盤となる業務用厨房機器共通Ｉｏ

Ｔプラットフォーム（Internet of Kitchen プラットフォーム）の開発が進められている。

温度などを含む厨房機器の運転データを集中管理装置を介して収集し、Internet of 

Kitchenプラットフォームへ送信する。アプリケーション・プログラミング・インターフ
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ェース（API）を介して、食品製造事業者・厨房機器メーカー・システム事業者などがデ

ータを共有できるシステムである。各メーカーの機器の通信仕様を一元化することで、

複数のメーカーが混在する厨房機器データを一元管理することが可能となる（図 3.1～

3.2 参照）。 

スチームコンベクションオーブンや冷蔵庫等の電気制御機器については連携可能と考

えられているが、データを取得し標準通信仕様に則った形式でデータを送信できればプ

ラットフォーム上で共有することが可能であるため、厨房機器以外のＣＯ警報器等が取

得した情報を活用する考えもある。 

ＣＯ警報器は不完全燃焼によって発生する燃焼排ガス中のＣＯを検知して警報を発す

るものであるが、警報を発していない時でも内蔵されているセンサーでＣＯ濃度を測定

している。また、ガスが燃焼する時、ＣＯ警報器が鳴動しなくてもＣＯが発生している

ことから、ＣＯ警報器が取得した日々のＣＯ濃度データをプラットフォーム上で共有し、

ＣＯ中毒事故予測ロジックの検討に活用することが考えられる。さらに、ガス燃焼時の

ＣＯ２濃度の変化についてもセンサーを用いて監視することで、ロジックの検討材料とな

りうる。 

以上より、本事業と連携し燃焼機器、警報器、換気扇等から得られる情報を収集して

燃焼機器の事故予測へ活用できないか検討の余地があると考えられる。今後、2025 年度

を目途に燃焼機器の事故予測ロジックの検討を行っていく。事故リスクの大きさと連動

したデータを確度高く取得できるか、検討する必要がある。 

 

3.3.4 ダクト内の清掃時期把握へのＩｏＴ技術活用の可能性 

焼肉店において火がついたホルモンの油がダクトに吸い込まれ、ダクト内に付着して

いた油かすに着火し、出火した等の事故事例が報告されている。このようなダクト火災

を防ぐためには、ダクト内を定期的に清掃し、油脂が蓄積していない状態に保つことが

必要である。 

厨房換気設備を含む空調設備の標準的なメンテナンス方法を取りまとめた JADCA スタ

ンダード（一般社団法人日本空調システムクリーニング協会）においては、油塵堆積厚

み 100μｍを清掃時期の基準としているが、ダクト内部の油塵厚さを計測することは困難

である。そこで、ダクト内にセンサーを取り付けて油脂汚れの状況を常時監視し、清掃

時期になったら使用者又はメンテナンス事業者等にお知らせする技術があれば、適切な

時期にメンテナンスを実施でき、ダクト火災の防止が期待できる。清掃時期になったら

確実にメンテナンス事業者によるメンテナンスが行われるような仕組みについても検討

が必要である。 

 

3.3.5 外付け温度センサーを利用した火災予防対策へのＩｏＴ技術活用の可能性 

「令和２年版火災の実態（東京消防庁）」によると、飲食店の調理場において、調理

後に大型ガスこんろの火を消さずにその場を離れてしまったことにより天ぷら油が過熱

され出火した事故事例が報告されている。火気使用中にその場を離れる場合や長時間目

を離す場合は、必ず火を消すことを心がける必要があるが、フード等に設置した温度セ

ンサーにより温度を常時監視して情報を収集し、得られたビッグデータを解析すること

で火災予防対策に活用する方法が考えられる。 
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上記のＩｏＴ技術開発の可能性については、コスト対効果の検証を踏まえて検討する必

要がある。技術の活用を検討していくにあたり、業務用厨房機器は基板を搭載していない

ものが多く、機器情報の取得が課題と考えられる。また、Wi-Fi 環境が整っていない厨房

への対応も課題である。取得する情報の種類や活用方法、連携の方法とともに今後検討し

ていく必要がある。
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図 3.1 業務用厨房機器共通ＩｏＴプラットフォーム（Internet of Kitchen プラットフォーム）の開発事例  
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図 3.2 業務用厨房機器共通ＩｏＴプラットフォーム（Internet of Kitchen プラットフォーム）の概要 
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3.4 業務用ガス燃焼機器の技術基準の再検討 

 

3.4.1 メンテナンス基準案の検討 

表 3.3 より、「機器の適切な使用」と「機器の定期的なメンテナンスの実施」をする

ことで防げる可能性のある漏えい事故があると考えられる。また、2.1（3）の調査結果

より、メーカーによる定期メンテナンスが実施されているが、メーカーとユーザー間で

の定期メンテナンス契約の締結が進んでいない状況が考えられる。そこで、ユーザー自

身で簡単な定期点検が行えるよう、業務用ガス燃焼機器製造事業者及び業界団体へのヒ

アリングを踏まえて点検内容や頻度を検討し、図 3.3 ガス機器点検表（案）を作成した。

さらに、点検表の使用方法を検討し、点検フロー（案）にまとめた。 

 

（1）ガス機器点検表の作成 

メーカー数社から実際に使用している点検表をご提供いただき、その内容を参考に機

器の種類ごとにメーカーによる点検項目及び内容を検討した。その中でユーザーによる

点検が可能な項目を検討し、下記に示すような委員からの意見を踏まえてガス機器点検

表（案）を作成した。 

 

・機器ごとに継続的にチェックしていけるような様式にしたほうが良いという意見や、

ユーザーによる定期点検の頻度は月 1回が望ましいというメーカーの見解を踏まえて、

点検表 1 枚で 1年間記録できるよう 12 列の点検結果記入欄を設けた。 

・メーカーが販売している機器のラインナップが多岐に渡るため、機器ごとに 1 枚ずつ

点検表を用意して配布する方法は負担が大きくなるという意見を踏まえて、機器の種

類に関係なく点検項目は共通とし、点検表の種類は 1 種類とした。 

・点検項目を機器と機器以外に分け、機器だけでなく厨房全体に目を向けるような内容

とし、点検内容をユーザーに分かりやすい内容となるようにした。 

・ユーザーに目的を理解した上で点検を実施してもらうため、各項目を点検することで

どのような事故を抑えられるのか点検表に記載した。 

 

また、点検内容が分かりやすくなるよう、各点検項目の良い例や悪い例を写真で示し

た点検のポイント（案）を図 3.4 に示す通り作成し、ユーザーが点検を実施する際に参

考にできるようにした。 
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図 3.4 点検のポイント（案） 
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（2）ガス機器点検表を用いた点検フローの検討 

機器を適切な状態に管理するため、図 3.5に沿って点検を実施する案とした。 

 

 

図 3.5 点検フロー（案） 

 

・メーカーが点検表の太枠内に機器の情報（型式、型番、ガス種）、購入日及びメーカー連絡先を

記入し、機器納品時に取扱説明書等とともにユーザーへ配布する 

・ユーザーは取扱説明書等とともに点検表を保管し、機器を使用する。 

・機器使用開始から 1ヶ月程度を目安に、ユーザーが機器ごとに点検を実施する。点検表に点検日

及び点検者、点検結果、あれば特記事項を記入する。 

・点検結果が「レ：異常なし」又は「Ａ：対応後異常なし」の場合は、点検表を保管し、機器の使

用を継続する。点検結果が「Ｂ：異常あり、メーカー又は設備業者に連絡」の場合は、メーカー

又は設備業者に連絡し、メーカー又は設備業者はメンテナンスを実施する。メンテナンスの結果

異常なしと認められたら、機器の使用を継続する。以降、月 1回を目安にユーザーが点検を行う。 
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3.4.2 メンテナンス基準案のユーザーへの周知方法の検討 

3.4.1 のガス機器点検表を用いたユーザーによる定期点検の実施を促すため、生活衛生業界団体へ

のヒアリングを踏まえてユーザーへの周知方法を検討した。 

 

（1）ユーザーへの周知方法の検討 

図 3.6に従ってユーザーへの周知を行うことが有効と考えられる。 

 

生活衛生業界への周知については、経済産業省から厚生労働省生活衛生課に周知依頼の通知を発出

いただき、厚生労働省から関係団体へ周知要請をいただくことが取り組み促進を図る上で有効と考え

られる。厚生労働省からの文書であれば、受け取った会員はより強い関心を持つと思われる。周知の

方法としては、公益社団法人日本食品衛生協会、公益財団法人全国生活衛生営業指導センター、生活

衛生同業組合等の生活衛生業界団体が全国で開催しているＨＡＣＣＰ講習会等において、チラシを配

布し教育を行う方法や、生活衛生同業組合の定期刊行物に情報を掲載する方法等が考えられる。 

フードサービス業界への周知についても同様に、経済産業省から当該業界の所管省庁である農林水

産省に周知依頼の通知を発出いただき、農林水産省から一般社団法人日本フードサービス協会へ周知

要請をいただくことが効果的と考えられる。 

 

 

 

図 3.6 ユーザーへの周知フロー（案） 

 

 

また、各団体が実施する周知の方法として以下が考えられる。 
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＜公益財団法人全国生活衛生営業指導センター＞ 

自ら主催するセミナー、研修、講習会等を行っており、これらには店舗・施設の事業主や従業員も

参加可能となっているものが多い。また、組合役員・事業主を対象としたものもあるので、これらの

場でガスの安全な使用について周知できる可能性がある。全国生活衛生営業指導センター主催のセミ

ナーは全国２００か所程で実施している。全国生活衛生営業指導センターは公益法人のため、生活衛

生同業組合に加盟していない生活衛生の業種（例：食材や菓子の製造業）にも周知・指導できる立場

にあるが、業種や施設の数が多く、全てに周知が行き渡るようにするのは難しい。 

 

＜生活衛生同業組合＞ 

連合会主催、各都道府県組合主催等によって、セミナー、研修・講習会を実施しており、これらの

機会を活用して周知できる可能性がある。また、組合の役員会等においても幹部職員に周知すること

で、組合員に広く注意喚起・周知が図られると考えられる。 

 

＜ＨＡＣＣＰ周知関係＞ 

食品衛生法の改正により、全ての飲食店を対象としたＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた新たな衛生

管理制度が２０２１年６月から本格施行されるため、これに向けて講習会、説明会が頻繁に行われて

いる。この説明会・講習会には飲食店関係者が集まるため、ガスの安全な使用を周知する場として有

効と考えられる。 

また、飲食関係営業者を集める研修・講習会としては、ＨＡＣＣＰ関係の説明をはじめ、他の案件

について「公益社団法人日本食品衛生協会」が全国各地で実施しており、その開催機会に時間を確保

してガスの安全な使用について周知することができる可能性がある。 

 

＜生活衛生業の会合＞ 

生活衛生同業組合、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターの様々な会合においては、チラシ、

パンフレットの配布は可能であり、説明者が全国的に確保できるのであれば、関係組合等にガスの安

全な使用について周知できる可能性がある。 

ただし、図 3.6 のフローでは、周知の対象となるユーザーは生活衛生同業組合に加盟している施設

に限られる。組合に加盟していない施設も含めた周知の方法としては以下が考えられる。 

・中小企業庁や地方経済産業局からのチラシ配布 

・保健所からのチラシ配布（チラシを保健所の窓口に置いておき、営業許可申請時に飲食店関係者

にチラシを配布し説明していただく等、飲食店が営業許可申請の際に必ず保健所に行く機会を利

用する） 

・日本政策金融公庫からのチラシ配布（飲食店が融資を受ける時やガス機器を購入する時等の機会

を利用してチラシを配布していただく） 

・生活衛生同業組合のホームページへの情報掲載（ホームページは組合に加盟していない団体も閲

覧することができ、多くのユーザーが情報に触れることができる） 

 

今後、関係省庁及び団体に説明を行い、詳細な周知のフロー及び方法を検討していく必要がある。 
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（2）ユーザーへの周知文書の作成 

周知の際に配布する文書として、図 3.7 経済産業省から厚生労働省及び農林水産省への要請文書の

別添（案）、図 3.8 飲食店でガス機器をご使用の皆様へ（案）を作成した。これらとセットでガス機

器点検表（案）および点検のポイント（案）を配布することを想定している。 
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別添 

 

  業務用厨房施設等におけるガス漏えいによる火災・爆発事故及び一酸化炭素中毒 

事故の防止について 

 

 

業務用厨房施設等における都市ガス及び液化石油ガス（以下「ガス」という。）の消費

設備によるガス漏えい事故や一酸化炭素中毒事故は毎年発生しており、令和２年７月３０

日には、福島県郡山市の飲食店において液化石油ガスの漏えいによる大規模な爆発事故が

発生しています。これらの事故の中には、機器及び周辺設備の定期的な点検やメンテナン

スをすることで防げる可能性がある事故が多く含まれています。 

業務用厨房施設等においてガス漏えいによる火災・爆発事故や一酸化炭素中毒事故が発

生した場合、多くの人を巻き込み、甚大な被害を及ぼす可能性があることから、業務用厨

房等の使用者等による業務用厨房機器及び周辺設備の自主点検を促すことが重要です。 

経済産業省は、業務用厨房施設等におけるガスの消費設備によるガス漏えい火災・爆発

事故及び一酸化炭素中毒事故を防止するため、下記の事項について、ガスの消費設備の使

用者及び管理者に対して注意喚起をします。 

 

 

記 

 

１．ガスの消費設備及び周辺設備は、その使用に際して取扱説明書を十分に読み、適切に

使用するとともに、取扱説明書に従って点検・清掃を行うこと。 

２．ガス機器点検表（案）（参考２）を用いて、月１回以上、業務用厨房等の使用者等が

ガスの消費設備及び周辺設備の点検を行うこと。点検の結果、異常のあるときは、異常

を取り除くために必要な措置を講ずるか、消費設備の製造事業者又は設備業者に連絡し

てメンテナンスを実施すること。 

３．万一のガス漏えいや不完全燃焼に備えて警報器（ガス漏れ警報器、ＣＯ警報器、業務

用換気警報器）の設置を検討すること。警報器は電源コンセントを外した状態や、電池

切れの状態で設置しないこと。 

４．ガスの消費設備の使用中は必ず換気を行うこと。換気設備が正常に作動しているか、

油やほこりがたまっていないか等を定期的に確認し、適正な状態に維持すること。 

 

参考１：飲食店等でガス機器をご使用の皆様へ 

参考２：ガス機器点検表（案） 

 

図 3.7 経済産業省から厚生労働省及び農林水産省への要請文書の別添（案） 
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図 3.8 飲食店でガス機器をご使用の皆様へ（案）  
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3.4.3 メンテナンス基準案のメーカーへの周知方法の検討 

3.4.1（2）の点検フロー（案）に従ってメーカーがガス機器点検表（案）をユーザーへ配

布できるようにするため、業界団体へのヒアリングを踏まえてメーカーへの周知方法を検討

した。 

 

（1）メーカーへの周知方法の検討 

図 3.9に従い、経済産業省から一般社団法人日本厨房工業会に周知要請いただいた上で、業

務用ガス厨房機器製造事業者へ周知いただくことが有効と考えられる。 

 

 

 

図 3.9 メーカーへの周知フロー（案） 

 

（2）メーカーへの周知文書の作成 

周知の際に配布する文書として、図 3.10 経済産業省から一般社団法人日本厨房工業会への

要請文書の別添（案）を作成した。これらとセットでガス機器点検表（案）、点検のポイン

ト（案）、飲食店でガス機器をご使用の皆様へ（案）を配布することを想定している。
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別添 

 

  業務用厨房施設等におけるガス漏えいによる火災・爆発事故及び一酸化炭素中毒 

事故の防止について 

 

 

業務用厨房施設等における都市ガス及び液化石油ガス（以下「ガス」という。）の消費

設備によるガス漏えい事故や一酸化炭素中毒事故は毎年発生しており、令和２年７月３０

日には、福島県郡山市の飲食店において液化石油ガスの漏えいによる大規模な爆発事故が

発生しています。これらの事故の中には、機器及び周辺設備の定期的な点検やメンテナン

スをすることで防げる可能性がある事故が多く含まれています。 

業務用厨房施設等においてガス漏えいによる火災・爆発事故や一酸化炭素中毒事故が発

生した場合、多くの人を巻き込み、甚大な被害を及ぼす可能性があることから、業務用厨

房等の使用者等による業務用厨房機器及び周辺設備の自主点検を促すことが重要です。 

経済産業省は、業務用厨房施設等におけるガスの消費設備によるガス漏えい火災・爆発

事故及び一酸化炭素中毒事故を防止するため、下記の事項について、業務用ガス厨房機器

製造事業者に対して要請します。 

 

 

記 

 

１．業務用厨房施設等に業務用ガス厨房機器を納品する際、取扱説明書等とともにガス機

器点検表（案）（参考１）および点検のポイント（案）（参考２）を施設管理者等へ配

布すること。 

２．ガス機器点検表は機器１台につき１枚作成し、機器に関する情報（型式、型番、ガス

種等）、購入日、メーカー連絡先等を記載すること。ガス機器の使用者による点検は月

１回以上を推奨する。 

３．厨房施設の管理者等から点検結果について連絡を受けた時は、必要に応じてメンテナ

ンスを実施し、機器の維持管理に努めること。 

 

参考１：ガス機器点検表（案） 

参考２：点検のポイント（案） 

参考３：飲食店等でガス機器をご使用の皆様へ（案）※ユーザーへ配布するチラシ 

 

図 3.10 経済産業省から一般社団法人日本厨房工業会への要請文書の別添（案） 
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3.5 ＣＯ警報器の設置促進に向けた検討 

2.2 の結果を踏まえて、ガス事業者、警報器製造事業者及び業界団体に対して、業務用厨

房施設へのＣＯ警報器普及促進の際に障害となっている事項及びＣＯ警報器の設置促進に

向けたユーザーへの安全啓発に係る取り組みについて、ヒアリング調査を実施し整理した。 

 

3.5.1 業務用厨房施設へのＣＯ警報器普及促進の際に障害となっている事項及び解決策 

＜障害となっている事項＞ 

・業務用換気警報器は有償での提案を行うとユーザーに設置を断られるケースもある（義務

ではないので強くも勧められない） 

・業務用換気警報器は電池式であるので、設置施工に関しては大きな障害はないと思われ、

ユーザーとガス事業者という勧められる側、勧める側双方の設置の必要性に対する意識の

差が大きく影響している 

 

＜解決策＞ 

ガス使用者にＣＯ中毒の危険性や業務用換気警報器の機能及び必要性を理解してもらう

よう、啓発活動を強化する 

 

3.5.2 ＣＯ警報器の設置促進に向けたユーザーへの安全啓発に係る取り組み 

＜既に実施されている取り組み＞ 

ユーザーへのＣＯ中毒防止に関する啓発のため、下記のような広報による取り組みが行

われている。 

 

・ガス警報器工業会のパンフレット（消費者向け） 

http://www.gkk.gr.jp/download/gkk_gyomukankisensor.pdf 

・LPガス安全委員会作成の業務用厨房消費者向けパンフレット 

（厨房内に吊るして注意喚起するもの） 

http://www.lpg.or.jp/download/pdf/gyomu_j.pdf 

・LPガス安全委員会のホームページ 

http://www.lpg.or.jp/safety/safety04.html 

・日本ガス協会の業務用換気警報器の紹介シンプルショー 

https://www.gas.or.jp/anzen/gyoumuyo/movie.html 

 

＜今後の取り組み（案）＞ 

・ＣＯの脅威はもちろん、事故を起こした場合のその後の経営への影響等の危機感を共有す

るための啓発内容の検討 

・映像資料等各種の啓発ツールをユーザーの方々に見て頂くため、（ユーザーの）管理者の

方々の講習会等でＣＯ警報器の周知をする 

・保健所、食品衛生責任者等関係者への周知（免許の更新時等） 

・学校図書等、教育関連図書への広報文書の掲載 

・「ＣＯ警報器設置済」ステッカー、標識等の作成。各省庁のキャラクター（我須野一家）

とのコラボ等 

・温暖化におけるＣＯ２の影響は認識されているので、「ＣＯ２にも配慮がいるけれど、ＣＯ
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にはもっと配慮しないと！（気をつけないと）」のキャッチフレーズで広報活動等 

・ＣＯ中毒事故が発生し従業員等の死亡事故が発生した場合、刑事責任は施設管理者になる。

労働安全衛生法では、職場の作業環境を整備する義務を施設管理者に負わせる考え方があ

り（例：事務所衛生基準規則 ＣＯ濃度の測定管理義務）、飲食店等がＣＯを発生させな

いように維持管理する義務があるように思える。飲食店の施設管理者等が管理する責務を

啓発するという切り口で周知すれば、効果があがるのではないか 

 

ＣＯ中毒対策として、不完全燃焼防止装置搭載機器の導入とＣＯ警報器の設置を比較する

と、設置費用はＣＯ警報器の方が抑えられる。また、不完全燃焼防止装置は高濃度のＣＯが

発生した際に当該ガス機器へのガス供給を遮断するが、ＣＯ警報器は鳴動により危険を知ら

せるものでありガスを遮断しないため、ユーザーの利便性への影響が少ないと考えられる。

このような観点から、ＣＯ中毒対策の中でもＣＯ警報器の設置はユーザーが選択しやすい対

策と考えられる。 

安全啓発の方法としては、従来から行われている取り組みに加え、関係諸団体の協力の下、

ＨＡＣＣＰに関する講習会等でＣＯ中毒の危険性や業務用換気警報器の機能及び必要性に

関するチラシを配布し、周知する取り組みを重ねていくことが有効である可能性がある。 



 - 53 - 

第 4章 まとめと提言 

 

業務用厨房施設における事故の傾向として多く確認されているＣＯ中毒事故及びガス漏え

いによる事故に焦点を当て、安全対策の実態調査を実施し、業務用ガス燃焼機器及び業務用

厨房設備の安全性向上に向けた対策案を検討した。検討結果から、今後の取り組みの推進に

向けての提言をまとめ、図 4.1 の通り、ロードマップ（案）を作成した。対策案については、

コスト対効果の検証を踏まえて実現可能性を検証する必要がある。 

 

4.1 ＣＯ中毒事故対策 

（1）ＣＯ警報器の設置促進（2.2、3.5参照） 

2.2において、業務用厨房施設におけるＣＯ警報器の設置率及び警報器が設置されている

厨房における実際の使用実態について、業界団体が実施したアンケート調査結果を分析し

た。 

都市ガスについては、2020 年 2 月にガスエネルギー新聞が全国 200 の既存都市ガス事業

者を対象に行った業務用換気警報器普及率のアンケート調査結果を分析した。業務用換気警

報器普及率の全事業者の平均値は 53.7％、普及率が 70％以上の事業者は 77事業者だった。

普及率は 0％から 100％まで各事業者により様々であった。一方、全国の需要家数ベースの

普及率の平均を算出したところ、86.9％であった。 

ＬＰガスについては、一般社団法人全国ＬＰガス協会が 20,797事業所を対象に配布し、

令和 2年 7月 16日に集計した、令和元年度「燃焼器具交換・安全機器普及状況等調査報告

書」業務用厨房施設に対するＣＯ中毒事故防止対策状況（法定周知以外の周知率及び業務用

換気警報器の設置率）から、業務用換気警報器設置率について分析した。設置率の全国平均

は 52.17％であった。また、各都道府県を北海道(1)、東北(2-7)、関東甲信越(8-18)、東海

・北陸(19-23)、近畿(24-30)、中国・四国(31-39)、九州・沖縄(40-47)の 7地区に分類し、

地区別設置率の平均を算出したところ、九州・沖縄地区と東海・北陸地区がそれぞれ 59.38

％、58.37％と他の地区より高く、70％を超えているのは大分県の 75.81％及び富山県の

73.91％の 2県であった。 

さらに、令和元年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費（業務用ガス燃焼機器

安全性向上対策に係る調査研究）事業報告書の業務用ガス燃焼機器に係るアンケート調査

集計（ユーザー）結果から、警報器（ガス警報器、ＣＯ警報器、業務用換気警報器）を設

置している場合の鳴動の有無及び鳴動時の対応を抽出した。 

調査対象は、小学校、飲食店・パン屋、病院・福祉関係施設 30施設である。ガス警報器

は全ての施設で設置されており、約半数の 14社が「鳴動したことがある」との回答であっ

た。鳴動時の対応は、多くの施設で「ガス使用を中止」や「ガス販売事業者へ連絡」などの

対応がとられていたが、「鳴動をしばらく放置」や「電源 OFF」との回答も見られた。一方、

ＣＯ警報器は 6施設で設置されており、いずれの施設においても「鳴動なし」との回答であ

った。業務用換気警報器は 28施設で設置されており、うち 2施設が「鳴動したことがある」

との回答であった。鳴動時の対応は、「換気装置を作動」と「ガス販売事業者へ連絡」であ

った。 

3.5 において、上記の結果を踏まえて、ガス事業者、警報器製造事業者及び業界団体に

対して、業務用厨房施設へのＣＯ警報器普及促進の際に障害となっている事項及びＣＯ警

報器の設置促進に向けたユーザーへの安全啓発に係る取り組みについて、ヒアリング調査
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を実施した。 

普及促進の際に障害となっている事項として、「業務用換気警報器は有償での提案を行

うとユーザーに設置を断られるケースもある（義務ではないので強くも勧められない）」、

「ユーザーとガス会社という勧められる側、勧める側双方の設置の必要性に対する意識の

差が大きく影響している」との意見があった。その解決策としては、「ユーザーにＣＯ中

毒の危険性や業務用換気警報器の機能及び必要性を理解してもらうよう、啓発活動を強化

する」との意見があった。 

設置促進に向けたユーザーへの安全啓発に係る取り組みとして、各業界団体により既に

広報による取り組みの実績がある。今後の取り組みについては、「飲食店の施設管理者が

参加する講習会等での周知（施設管理者が管理する責務を啓発する）」、「保健所、食品

衛生責任者等関係者への周知（免許の更新時等）」、「学校図書等、教育関連図書への広

報文書の掲載」、「「ＣＯ警報器設置済」ステッカー・標識等の作成、各省庁のキャラク

ター（我須野一家）とのコラボ等」との意見があった。従来から行われている取り組みに

加え、食品衛生に関する講習会等でＣＯ中毒の危険性や業務用換気警報器の機能及び必要

性に関するチラシを配布する取り組みを重ねていくことが有効である可能性がある。 

ＣＯ中毒対策として、ＣＯ警報器の設置と不完全燃焼防止装置搭載機器の導入を比較する

と、設置費用はＣＯ警報器の方が抑えられる。また、不完全燃焼防止装置は高濃度のＣＯが

発生した際に当該ガス機器へのガス供給を遮断するが、ＣＯ警報器は鳴動により危険を知ら

せるものでありガスを遮断しないため、ユーザーの利便性への影響が少ないと考えられる。

このような観点から、ＣＯ中毒対策の中でもＣＯ警報器の設置はユーザーが選択しやすい対

策と考えられる。 

 

＜提言＞ 

上記の調査結果より、ＣＯ警報器の普及率の平均値は一定の水準に達しているものの、

警報器鳴動時に鳴動をしばらく放置する等の使用実態が明らかになった。そこで、ＣＯ警

報器の設置および鳴動時の適切な対応を促すため、次のような対策が有効であると考えら

れる。 

業務用換気警報器は有償での提案を行うとユーザーに設置を断られるケースもあり、普

及促進にはユーザーとガス事業者の設置の必要性に対する意識の差が影響している可能

性がある。そこで、ユーザーにＣＯ中毒の危険性や業務用換気警報器の機能及び必要性を

理解してもらうため、啓発活動を強化することが有効であると考えられる。 

今後の取り組みとして、各業界団体により従来から行われている取り組みに加え、関係

諸団体の協力の下、飲食店の施設管理者等が参加する食品衛生に関する講習会等でチラシ

を配布し、周知する取り組みを重ねていくことが有効である可能性がある。 

 

（2）不完全燃焼防止装置搭載機器の開発・普及促進（3.1.1 参照） 

3.1.1 において、ガス事業者及び業界団体に対して、不完全燃焼防止装置搭載機器の普

及状況及び普及促進への取り組みについてヒアリング調査を実施した。 

不完全燃焼防止装置搭載機器の普及状況について、不完全燃焼防止装置には主に、①温

度検知方式（主に熱電対、その他としてバイメタル、サーミスタ）、②火炎検知方式（フ

レームロッド）、③濃度検知方式（ＣＯセンサ））の３つの方式がある。家庭用の機器に

は、①の熱電対方式や②のフレームロッド方式等の安価な方式が採用され普及している。
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業務用を含む一部の給湯器では③のＣＯセンサ方式を採用した機器も普及しており、特に

屋内に設置して排気を強制排気するタイプの機器には標準搭載するメーカーもある。一

方、業務用ガス厨房機器は、ほとんどが屋内設置であることや使用時間が長いことなどか

ら、一般財団法人日本ガス機器検査協会の認証基準においては、③のＣＯセンサ方式しか

不完全燃焼防止装置として規定していない。業務用ガス厨房機器の一部のメーカーでは、

過去からＣＯセンサ方式の開発を行っているが、燃焼方式が他の機器と異なるため燃焼排

ガス中のＣＯ濃度の正確な検出が難しいこと、また、温度や流速等の制約からセンサーの

取付位置が難しいことなど、普及促進における技術的な課題が確認されている。 

不完全燃焼防止装置を搭載することのメリットとして、「ＣＯの発生をすぐに高精度で

把握してガスを遮断できるため、事故防止効果が高い」、「当該ガス機器に限定してガス

を遮断でき、警報器の鳴動もない」点が挙げられる一方、デメリットとして、「不完全燃

焼防止装置搭載機器の開発・商品化・普及促進にはインセンティブ等が必要である」、「現

在の不完全燃焼防止装置は限られた条件（特に温度）及び限られた機器（例：オーブン、

炊飯器、煮炊釜、めんゆで器等の排気筒をもつもの）でしか使用できない」、「不完全燃

焼防止装置搭載機器を開発できるメーカーが限られる」点が挙げられる。不完全燃焼防止

装置搭載機器の普及促進への取り組みとして、業務用ガス厨房機器不完全燃焼防止装置に

係る基準を作成し、第三者機関による検査・認証が開始されている。 

 

＜提言＞ 

上記の調査結果より、業務用ガス厨房機器の一部のメーカーでは、過去からＣＯセンサ

方式の開発を行っているが、燃焼方式が他の機器と異なるため燃焼排ガス中のＣＯ濃度の

正確な検出が難しいこと、また、温度や流速等の制約からセンサーの取付位置が難しいこ

となど、普及促進における技術的な課題が確認されていることが明らかとなった。今後、

不完全燃焼防止装置搭載機器の開発・商品化・普及を促進させるためにはインセンティブ

等が必要であり、対応策について長期的に検討していく必要がある。 

 

（3）換気扇連動普及促進（3.1.2 参照） 

業務用ガス燃焼機器と換気扇連動の可能性について業界関係者にヒアリング調査を実

施した。業務用厨房施設において換気設備の不使用を原因とするＣＯ中毒事故が多数発生

しており、換気設備の使用は有効な対策であると考えられるが、中でも換気扇連動設備は

換気扇の不使用によるＣＯ中毒事故の防止が期待できる。換気扇と連動させる対象はＣＯ

警報器、ガス燃焼機器、照明等、複数の選択肢が考えられるが、実現可能性やコスト等が

異なるため、関係法令等も調査した上で今後長期的に検討する必要がある。 

 

＜提言＞ 

上記の調査結果より、換気扇連動設備は業務用厨房機器使用時の換気扇不使用によるＣ

Ｏ中毒事故の防止が期待できるが、普及促進の取り組みの取りまとめを行う団体が想定し

にくい等、直ちに取り組みを進めるのが難しい現状が明らかとなった。換気扇と連動させ

る対象はＣＯ警報器、ガス燃焼機器、照明等が考えられるが、実現可能性やコスト等が異

なるため、それぞれについて検討する必要がある。厨房内で作業をする際は必ず照明をつ

けることが想定されるので、照明と換気扇の連動が効果面・効率面から有効である可能性

があるが、関係法令等も調査した上で今後長期的に検討していく必要がある。 
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4.2 漏えい事故対策（3.2参照） 

業務用厨房施設におけるガス漏えいによる火災・爆発事故事例から事故原因の分類及び対

策案の整理を行い、業界関係者へのヒアリング調査の結果を踏まえてそれぞれの対策を実行

する上での課題の整理及び解決策案の検討を行った。その結果、有効と考えられる対策案と

して「立ち消え安全装置の搭載」、「ガス警報器の設置＋ガス警報器とガス遮断弁との連動

（マイコンメータによる遮断も含む）」、マイコンメータによるガス漏えい検知及び遮断」、

「配管の腐食に対する対策」、「機器の適切な使用」、「機器の定期的なメンテナンスの実

施」が挙げられた。 

業務用厨房施設におけるガス漏えいによる火災・爆発事故については、業務用オーブンレ

ンジのオーブン内に滞留したガスに着火するケースが多く、都市ガスにおいては人身事故の

約半数を占めており、ＬＰガスにおいても多く発生している。また、一般社団法人日本厨房

工業会が業務用ガス燃焼機器製造事業者を対象に行ったアンケート調査によると、2018 年 1

月～2018 年 12 月に生産された業務用オーブンレンジのうち、立ち消え安全装置を搭載した

機器の割合は 68.0％となっており、約 3 割が立ち消え安全装置を搭載していない状況であ

った。一方、一般財団法人日本ガス機器検査協会（JIA）の自主基準である業務用ガス厨房

機器検査規程に適合し、JIA 認証を取得したオーブンは立ち消え安全装置を搭載している。 

これらの背景から、漏えい事故防止対策の中でも業務用オーブンレンジのオーブン部等に

品目を限定した立ち消え安全装置搭載の義務化を検討していく案を作成した。義務化の範囲

（案）は、機器の構造特性から検討した。「使用時に常時炎が確認できない構造かつ未燃ガ

スが密閉空間に滞留しやすい構造」を持つ業務用オーブンレンジのオーブン部、業務用オー

ブン、業務用立体炊飯器は立ち消え安全装置の搭載を義務化し、「使用時に常時炎が確認で

きない構造」を持つ機器は、立ち消え安全装置の搭載を推奨する案とした。なお、業務用ガ

ス燃焼機器の製造事業者が新たに製品を製造する際に義務を課すものであり、既販品を使用

する使用者に対して設置の義務が課されるものではない。義務化までのスケジュールは、

2021 年度より検討を開始し、2026 年度に新製品への立ち消え安全装置搭載完全義務化を目

指す案とした。 

 

＜提言＞ 

上記の調査結果より、ガス漏えいによる火災・爆発事故については、業務用オーブンレン

ジのオーブン内に滞留したガスに着火するケースが多く、都市ガスにおいては人身事故の約

半数を占めており、ＬＰガスにおいても多く発生していることから、早期に対策を講じる必

要があることが明らかとなった。そこで、対策として、業務用オーブンレンジのオーブン部

等に品目を限定した立ち消え安全装置搭載の義務化が必要であると考えられる。義務化まで

のロードマップ（案）として、2023 年度までに法規制の検討を行うことを目標に取り組み、

2026 年度に新製品への立ち消え安全装搭載の完全義務化を目指す計画を作成した。 

 

4.3 機器の維持管理対策（2.1、3.2.1、3.4 参照） 

2.1 において、業務用ガス燃焼機器製造事業者１７社を対象に、業務用ガス燃焼機器の種類

ごとにアンケート調査を実施した。アンケート調査の結果、定期メンテナンス契約を締結して

いる顧客の割合は、「定期メンテ無し」、「1％以下」及び「1～5％」との回答が「10%程度」

及び「50％以上」との回答と比べて多く、定期メンテナンス契約の締結が進んでいない状況が
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考えられる。また、連続して運転する必要がある立体炊飯器、連続炊飯器、煮炊釜、食器洗

浄機については、「50％以上」と回答した事業者があった。定期メンテナンス頻度は「依頼

時」を除くと、品目にかかわらず「１回/年」及び「１～２回/年」との回答が多かった。メン

テナンスの内容は、全品目に共通して「清掃」、「ガス漏れ確認」、「燃焼状態確認」、「外

観確認」、「性能確認」との回答が多かった。また、品目によっては「ＣＯ濃度測定」や「安

全装置動作確認」との回答もあった。メンテナンス重点項目は、「燃焼状態確認」、「ガス漏

れ確認」、「ＣＯ濃度測定」、「安全装置動作確認」との回答が多かった。 

3.2.1 の分析結果及び 3.4 の調査結果を踏まえて、ユーザー自身で簡単な定期点検が行え

るよう、業務用ガス燃焼機器製造事業者及び業界団体へのヒアリングを踏まえて点検内容や

頻度を検討し、ガス機器点検表（案）を作成した。点検項目は機器の種類に関係なく共通と

し、機器に関する内容だけでなく、機器以外に関する内容も含めることで、厨房全体に目を

向けるような内容とした。また、点検頻度は月 1回が望ましいという意見を踏まえて、点検

表 1 枚で 1 年間記録できる様式とした。さらに、点検内容が分かりやすくなるよう、各点検

項目の良い例や悪い例を写真で示した点検のポイント（案）を作成し、ユーザーが点検を実

施する際に参考にできるようにした。さらに、点検表の使用方法を検討し、点検フローにま

とめた。機器納品時にメーカーが取扱説明書等とともに点検表をユーザーへ配布、ユーザー

が月 1 回を目安に点検を実施、点検結果に応じてメーカーによるメンテナンスを実施するフ

ロー案とした。 

また、点検表のユーザーへの周知方法について、生活衛生業界団体へのヒアリングを踏ま

えて検討した。生活衛生業界への周知については、経済産業省から厚生労働省生活衛生課に

周知依頼の通知を発出いただき、厚生労働省から関係団体へ周知要請をいただくことが取り

組み促進を図る上で有効と考えられる。厚生労働省からの文書であれば、受け取った会員は

より強い関心を持つと思われる。周知の方法としては、公益社団法人日本食品衛生協会、公

益財団法人全国生活衛生営業指導センター、生活衛生同業組合等の生活衛生業界団体が全国

で開催しているＨＡＣＣＰ講習会等において、チラシを配布する等が考えられる。生活衛生

同業組合に加盟していない施設にも周知が行われるようにするためには、中小企業庁、地方

経済産業局、保健所、日本政策金融公庫からのチラシ配布や、生活衛生同業組合のホームペ

ージへの情報掲載等の方法が挙げられる。フードサービス業界への周知についても同様に、

経済産業省から当該業界の所管省庁である農林水産省に周知依頼の通知を発出いただき、農

林水産省から一般社団法人日本フードサービス協会へ周知要請をいただくことが効果的と

考えられる。今後、関係省庁及び団体に説明を行い、詳細な周知のフロー及び方法を検討し

ていく必要がある。 

さらに、メーカーへの周知方法について、業界団体へのヒアリングを踏まえて検討した結

果、経済産業省から一般社団法人日本厨房工業会に周知要請いただいた上で、業務用ガス厨

房機器製造事業者へ周知いただくことが有効と考えられる。 

上記を踏まえて、ガス機器点検表（案）および点検のポイント（案）とともに周知の際に

配布する文書として、経済産業省から厚生労働省及び農林水産省への要請文書の別添（案）、

経済産業省から一般社団法人日本厨房工業会への要請文書の別添（案）、飲食店等でガス機

器をご使用の皆様へ（案）を作成した。 
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＜提言＞ 

上記の調査結果より、漏えい事故の中には、機器の定期的なメンテナンスの実施により防

げる可能性のあるものが存在すると考えられる一方、機器メーカーとユーザー間で定期メン

テナンス契約の締結が進んでおらず、機器の定期メンテナンスが行われていない厨房も存在

する現状が明らかとなった。そこで、機器の維持管理対策として、次のような対策が有効で

あると考えられる。 

業務用厨房施設において機器を安全に使用し続けるため、「ユーザーによる定期点検の実

施＋必要な場合メーカーによるメンテナンスの実施」といった仕組みが有効であると考えら

れる。この仕組みの運用方法として、メーカーが機器納品時に取扱説明書等とともにユーザ

ーへ点検表を配布し、月 1 回程度ユーザーが点検を実施する案が考えられるが、より詳細な

内容についてはユーザー、メーカー等関係者の意見も踏まえて今後検討していく必要がある。

また、ガス機器点検表（案）と点検のポイント（案）については、ユーザーやメーカーに実

際に使用していただき、改良していく必要がある。 

点検表のユーザーへの周知方法については、経済産業省から厚生労働省生活衛生課に周知

依頼の通知を発出いただき、厚生労働省から関係団体へ周知要請をいただくことが取り組み

促進を図る上で有効と考えられる。日本食品衛生協会、生活衛生営業指導センター、生活衛

生同業組合等の生活衛生業界団体が全国で開催しているＨＡＣＣＰ講習会等において、チラ

シを配布する等の取り組みができる可能性がある。生活衛生同業組合に加盟していない施設

に対しては、中小企業庁、地方経済産業局、保健所、日本政策金融公庫からのチラシ配布や、

生活衛生同業組合のホームページへの情報掲載等により周知を行う等、手法の検討が必要で

ある。フードサービス業界への周知についても同様に、経済産業省から当該業界の所管省庁

である農林水産省に周知依頼の通知を発出いただき、農林水産省から一般社団法人日本フー

ドサービス協会へ周知要請をいただくことが効果的と考えられる。また、メーカーへの周知

方法については、経済産業省から一般社団法人日本厨房工業会に周知要請いただいた上で、

業務用ガス厨房機器製造事業者へ周知いただく方法がある。今後、関係省庁及び団体に説明

を行い、詳細な周知のフロー及び方法を検討していく必要がある。 

 

4.4 ＩｏＴ技術活用（3.3 参照） 

業務用厨房施設における事故防止対策に寄与する可能性のあるＩｏＴ技術について業界

関係者にヒアリング調査を実施し、活用の可能性について検討した。調査の結果、下記の技

術については今後検討の余地があると考えられる。 

スマートメーターをハブとして燃焼機器、警報器、各種センサー等と連携し、得られた情

報をクラウドに転送して活用する案については、スマートメーターの電池・容量の制限の問

題があり、実現が難しい。また、スマートメーターを活用する上での課題として、事故リス

クの大きさと連動したデータを確度高く取得できるか検討する必要がある点、取得した情報

の取り扱いの基準の検討が必要な点等が考えられる。さらに、スマートメーターの普及を促

進する必要がある。 

電池式のガスメーターと異なり、警報器の中には常時電源に接続され Wi-Fi 通信が可能な

ものもある。それを利用して、スマートメーターを介さずに警報器がクラウドと連携し、Ｃ

Ｏ警報器が取得した日々のＣＯ濃度データを蓄積して、ＣＯ中毒事故対策に活用することが

考えられる。一方で、厨房内に設置されている業務用換気警報器は電池式であり、常時通信

をすると電池容量が不足するという課題がある。また、Wi-Fi 環境が整っていない厨房への
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対応も課題である。 

現在、一般社団法人日本エレクトロヒートセンターにより、業務用厨房機器から得られた

情報を共有するためのプラットフォームの開発が進められている。ＨＡＣＣＰに沿った施設

運営により生じる管理負担の軽減や、機器の故障の早期発見・予防保全の取り組みなどへの

利用を目的としたものであり、ＨＡＣＣＰ管理等に必要な庫内温度、芯温、時刻、設定温度、

運転状態、警報情報等のデータだけでなく、各種センサー温度、積算運転時間等、メーカー

が保全情報として利用したいデータも取得し活用することができる。また、プラットフォー

ム上のデータの匿名性に関しては、クラウドの出口側でデータの公開範囲を分けることで、

エンドユーザーには公開したくないメーカーデータ等を保護することができる。標準通信仕

様に則った形式でデータを送信できればプラットフォーム上で共有することが可能である

ことから、厨房機器以外にＣＯ警報器等が取得した情報も活用できる可能性があり、ＣＯ中

毒事故予測ロジックの検討に活用することが考えられる。 

 

＜提言＞ 

上記の調査結果より、現在行われている各団体の取り組みを踏まえ、業務用厨房施設にお

ける事故防止対策へのＩｏＴ技術の活用について以下の可能性が考えられる。 

その一つとして、一般社団法人日本エレクトロヒートセンターが現在行っている、業務用

厨房機器から得られた情報を共有するためのプラットフォームの開発の取り組みと連携し、

業務用厨房機器、警報器、換気扇等から得られる情報を収集してガス安全の情報プラットフ

ォームを構築し、得られたビッグデータを活用して燃焼機器の事故予測ロジックを構築する

ことが考えられる。ロジック構築に向けたロードマップ（案）として 2025 年度を目途に事故

が発生した厨房機器の状態や事故の傾向を調査し、燃焼機器の事故予測ロジックの検討を行

っていく。検討の過程で、実証実験の計画の立案及び実施をした上で、ロジックを構築して

いく計画が考えられる。事故リスクの大きさと連動したデータを確度高く取得できるか、検

討する必要がある。 

また、Wi-Fi 通信が可能な警報器がクラウドと連携し、情報を活用していくことも考えら

れるが、電池式の業務用換気警報器の連携方法や、Wi-Fi 環境が整っていない厨房への対応

が課題である。スマートメーターをハブとして燃焼機器、警報器、各種センサー等と連携し、

得られた情報をクラウドに転送して活用する案については、スマートメーターの電池・容量

の制限の問題があり実現が難しい。スマートメーターを活用する上での課題として、スマー

トメーターの普及を促進する必要がある点、事故リスクの大きさと連動したデータを確度高

く取得できるか検討する必要がある点、取得した情報の取り扱いの基準の検討が必要な点等

が考えられるため、長期的に検討していく必要がある。 

ＩｏＴ技術開発の可能性については、コスト対効果の検証を踏まえて検討する必要がある。 
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参考資料１ 

 

 

 

令和２年度 

業務用ガス燃焼機器安全性向上対策委員会 

議事録 
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令和２年度第１回業務用ガス燃焼機器安全性向上対策委員会 議事録 

 

日 時 ： 令和２年１０月１６日（金）  １０:００ ～ １２:００ 

場 所 ： Microsoft Teams Web会議 

一般財団法人日本ガス機器検査協会３階第１、第２、第３会議室 

出 席 者 ： (順不同・敬称略) 

 

委 員 長  松島 均 （日本大学）※ 

委 員  足澤 圭一 （ガス警報器工業会） 

  石井 滋 （代理 田村 清敏：一般社団法人日本フードサービス協会）※ 

  伊東 明彦 （一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会）※ 

  黒川 広治 （一般社団法人日本ガス協会） 

  小城 哲郎 （全国飲食業生活衛生同業組合連合会）※ 

  近藤 三郎 （株式会社コメットカトウ） 

  佐伯 弘一 （公益社団法人日本給食サービス協会）※ 

  髙木 裕則 （代理 飯田 正史：一般社団法人全国ＬＰガス協会）※ 

  高橋 茂 （高圧ガス保安協会）※ 

  名川 良春 （矢崎エナジーシステム株式会社） 

  吉野 高広 （一般社団法人日本厨房工業会） 

  和中 清人 （タニコー株式会社） 

  丹羽 哲也 （一般財団法人日本ガス機器検査協会）※ 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ  堀  琢磨 （経済産業省 産業保安グループ ガス安全室）※ 

  義経 浩之 （経済産業省 産業保安グループ ガス安全室）※ 

  弓削多 宏貴 （経済産業省 産業保安グループ ガス安全室）※ 

  志村 泉 （経済産業省 産業保安グループ ガス安全室） 

  林崎 公徳 （経済産業省 産業保安グループ 製品安全課） 

  中谷 重 （経済産業省 産業保安グループ 製品安全課） 

  栗田 杏 （農林水産省 食料産業局 食品製造課 外食産業室）※ 

  西出 慶太 （総務省消防庁 予防課）※ 

  石塚 仁 （東京消防庁 予防部予防課）※ 

  髙田 章 （東京消防庁 予防部予防課）※ 

  木原 隆史 （千葉市消防局 予防部指導課） 

事  務  局  森廣 泰則 （一般財団法人日本ガス機器検査協会）※ 

  圓福 貴光 （                  〃       ）※ 

  鈴木 優子 （        〃       ）※ 

  福田 詩織 （        〃       ）※ 

※ 日本ガス機器検査協会 第１、第２、第３会議室での出席者 

（以上 ２９名） 
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議題 １．事務局挨拶及び委員紹介 

   ２．委員長の選出 

   ３．委員会規約の制定について 

４．「業務用ガス燃焼機器安全性向上対策に係る調査研究」事業について 

５．平成１９年度、２０年度事業の振り返りについて 

６．業務用換気警報器の普及率について 

７．業務用ガス厨房機器の事故防止対策について 

８．その他（今後のスケジュール等） 

 

配付資料 

資料 No.１ 委員会規約（案） 

資料 No.２－１ 仕様書 

資料 No.２－２ 具体的な事業の実施内容について 

資料 No.３－１ 平成２０年度事業まとめ 

資料 No.３－２ 経済産業省要請文書 

資料 No.３－３ 令和元年度メーカーヒアリング結果 

資料 No.３－４ 令和元年度ユーザーヒアリング結果 

資料 No.４－１ 業務用換気警報器普及率（都市ガス用） 

資料 No.４－２ 業務用換気警報器普及率（ＬＰガス用） 

資料 No.５ 業務用厨房における事故防止に向けた課題の整理と対策案 

参考資料１ 広報チラシ 

参考資料２ ガス事故速報 

参考資料３ 今後のスケジュールについて 

業務用ガス燃焼機器安全性向上対策委員会 委員名簿 

 

議事摘録： 

１．事務局挨拶及び委員紹介 

事務局から、開会の挨拶及び多忙中の出席へのお礼があり、その後、出席者の自己紹介及び出

欠状況の報告があった。また、経済産業省産業保安グループガス安全室から、業務用機器に関す

る事故が高止まりの現状に鑑み、本事業では、多様な対策案をリストアップしつつ、個別テーマ

を深堀りして対策を検討する予定である旨、挨拶があった。 

 

２．委員長の選出 

事務局より松島委員に委員長をお願いしたい旨の提案があり、委員全員の承認により松島委員

が委員長に選出された。 

 

３．委員会規約の制定について 

事務局より資料 No.1 に基づき、委員会規約の制定についての説明があり、委員全員により承

認された。 
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４．「業務用ガス燃焼機器安全性向上対策に係る調査研究」事業について 

事務局より資料 No.2-1 及び資料 No.2-2 について説明があった。今後、資料 No.2-2 を用いて

事業の進捗を把握していく旨の説明があった。 

 

５．平成１９年度、２０年度事業の振り返りについて 

事務局より資料 No.3-1、No.3-2、参考資料 1 を用いて、平成 19 年度、20 年度の事業の提言及

び国・業界団体の取り組みについて説明があった。また、参考資料 2 を用いて、周知の取り組み

が行われている中でも事故が発生している旨の説明があった。さらに、資料 No.3-3 及び No.3-4

を用いて、昨年度事業の調査結果の説明があった。 

 

６．業務用換気警報器の普及率について 

事務局より資料 No.4-1 及び No.4-2 を用いて、都市ガス用及び LP ガス用の業務用換気警報器

の普及率について説明があった。また、普及率は都市ガス用 53.7%、LP ガス用 52.2%とほぼ同水

準だが、普及率のばらつきについては今後、さらなる検証が必要である旨、説明があった後、委

員より以下の意見があった。 

 

○ 業務用換気警報器がついていないところで事故が起こっている可能性が高いので、引き続

き普及率の向上に向けた取り組みが必要である。 

 

７．業務用ガス厨房機器の事故防止対策について 

事務局より資料 No.5について説明があった後、委員より以下の意見があった。 

 

（１）機器側の対策について 

○ 業務用施設の従業員はパートや外国人が多いので、ソフト対策では事故防止が難しい。換気

扇連動など、ハード対策が有効ではないか。 

○ 小規模な飲食事業者にとってハード面での対策である安全装置の義務化は難しい。 

○ 大規模、中堅、小規模事業に関わらず飲食店の安全対策は重要であるが、各店舗へ安全対策

についての周知徹底がまだ十分ではないのではないか。 

○ 都市ガス業界では過去から周知活動を続けてきており、周知のツールも改良を重ねている。

また、経済産業省から関連団体への注意喚起が実施されている中でも事故が発生しており、

広報活動には限界があるのではないか。家庭用は安全装置の搭載により事故が大きく減少し

たと認識しており、立消え安全装置の義務化は有効ではないか。ただし、義務化する場合は

人身被害を生じる事故の多いオーブンレンジのオーブン部等に対象を限定してはどうか。 

○ 小規模な飲食事業者にとって、価格の高い機器への買い替えが必要になるのは相当な負担に

なる。高機能で価格が抑えられれば、機器更新の際に導入することができると考える。 

○ 業務用機器の生産台数が家庭用と比べて圧倒的に少ないので、新しい技術をコストアップせ

ずに取り入れるのは難しいのが現状である。安全対策で一番安価にできるのはオーブンレン

ジのオーブン部等の機器に限定して効果的な対策を講じることだと考える。 
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（２）設備側の対策について 

○ ⑤CO 警報器について、法規制ではないが液石法の認定販売事業者の緊急時対応の特例に、

CO 警報器の設置について記載がある。（液石法施行規則第 ５０条第１号に定める告示

（正式名称：液化石油ガス販売事業者の認定に係る保安確保機器の設置等の細目を定める告

示）第７条第２項第１号〈緊急時対応の特例〉及び施行規則第５０条第３号イ〈点検周期の

特例〉）⑥ガス遮断弁との連動について、液石法の中で供給設備側に感震器が必須、加えて

異常な流量を感知したときに遮断する機能、若しくは、ガス漏れ警報器によってガスを検知

した時に遮断する機能、どちらかをつけるように記載がある。（液石法施行規則第１８条第

２２号イロハ〈供給設備の技術上の基準〉）⑩配管の腐食について、液石法の例示基準で配

管の材質や使用ガスにおける様々な基準がある。（液化石油ガスの保安の確保及び取引の適

正化に関する法律施行規則の例示基準第２８節（供給管等の適切な材料及び使用制限、腐食

及び損傷を防止する措置）） 

○ ③換気扇との連動で、厨房機器と連動するとコストアップが発生する。厨房施設の照明やマ

イコンメータと連動することも有効ではないか。 

○ IoT や AI を取り入れた対策として安全対策に有効なものについては、開発・普及に国の助

成があると良い。 

○ 警報器とマイコンメータの連動についてもコストアップにつながる。様々な対策が考えられ

るので、対策を決め打ちする必要はない。 

 

（３）使用者側の対策について 

○ 安全装置を義務化することではなく、先ずは IoT 等の新しい技術を紹介し、推奨レベルで実

行していくのが良いのではないか。 

○ 安全啓発の手法としてチラシだけでなく動画をスマホで見るようなものが分かりやすい。 

 

（４）メンテナンスについて 

○ ユーザーがメンテナンスを行うのは好ましくない。ユーザーには清掃や、簡単な点検をお願

いしており、手順は取扱説明書等で記載している。 

○ ダクト内の清掃は難しい。ダクトの清掃はどのように行ったら良いのか。 

○ 日本空調システムクリーニング協会でダクト内の清掃を行っている。油を使用する施設等、

業界を絞って確実に清掃を行っていただくのも良いと考える。火災予防運動に合わせてダク

ト清掃の必要性の周知を行っている。 

○ 周知だけでなく、点検表をつけていただく方法もある。 

○ グリス除去装置の認定業務の際、グリスフィルターのバッフルタイプは油脂の付着量が少な

いため商品の売り切りを認めており、基本的にユーザーが清掃を行う。メッシュタイプなど

その他のタイプは油脂付着量が多いので、製造事業者が定期的なメンテナンスを行うことを

条件に認定を行っている。 

○ 機器側の対策として、火災事故防止の観点からも過熱防止装置の搭載なども検討していただ

きたい。 
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（５）全体を通して 

○ 経産省ガス安全室より、3 つの視点、①経営の視点、②従業員の視点（安全な職場にする）、

③お客様の視点（安全に飲食できる場にする）から事故防止対策についてのご意見をいただ

きたい旨、コメントがあった。 

 

（６）対策の選択について 

事務局より事故防止が期待できるような様々な対策からどれをどう選択すれば効果的かを検

討したい旨の説明があった。また、事務局で論点を整理するので、委員の皆様にご意見をいた

だきたい旨、お願いがあった。 

 

８．その他（今後のスケジュール等） 

事務局より今後のスケジュールについて、第 2回委員会は 12月 1～2週目、第 3回は 2月 1～2

週目を予定している旨の説明があった。 

 

以上 
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令和２年度第２回業務用ガス燃焼機器安全性向上対策委員会 議事録 

 

日 時 ： 令和２年１２月２２日（火）  １５:３０ ～ １７:３０ 

場 所 ： Microsoft Teams Web会議 

一般財団法人日本ガス機器検査協会 ３階第１会議室 

出 席 者 ： (順不同・敬称略) 

 

委 員 長  松島 均 （日本大学） 

委 員  足澤 圭一 （ガス警報器工業会） 

  石井 滋 （一般社団法人日本フードサービス協会）※ 

  伊東 明彦 （一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会）※ 

  黒川 広治 （一般社団法人日本ガス協会） 

  小城 哲郎 （全国飲食業生活衛生同業組合連合会）※ 

  近藤 三郎 （株式会社コメットカトウ） 

  佐伯 弘一 （公益社団法人日本給食サービス協会） 

  髙木 裕則 （一般社団法人全国ＬＰガス協会） 

  高橋 茂 （高圧ガス保安協会）※ 

  名川 良春 （矢崎エナジーシステム株式会社） 

  吉野 高広 （代理 由利 剛：一般社団法人日本厨房工業会） 

  和中 清人 （タニコー株式会社） 

  丹羽 哲也 （一般財団法人日本ガス機器検査協会） 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ  堀  琢磨 （経済産業省 産業保安グループ ガス安全室） 

  義経 浩之 （経済産業省 産業保安グループ ガス安全室）※ 

  弓削多 宏貴 （経済産業省 産業保安グループ ガス安全室）※ 

  志村 泉 （経済産業省 産業保安グループ ガス安全室） 

  中谷 重 （経済産業省 産業保安グループ 製品安全課） 

  桒原 崇宏 （総務省消防庁 予防課）※ 

  齊藤 史明 （東京消防庁 予防部予防課）※ 

  木原 隆史 （千葉市消防局 予防部指導課） 

事  務  局  森廣 泰則 （一般財団法人日本ガス機器検査協会）※ 

  圓福 貴光 （                    〃       ）※ 

  鈴木 優子 （        〃       ）※ 

  福田 詩織 （        〃       ）※ 

※ 日本ガス機器検査協会 第１会議室での出席者 

（以上 ２６名） 
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議題 １．事務局挨拶及び委員紹介 

   ２．前回議事録（案）の確認【審議事項】 

   ３．事業の実施状況について 

４．業務用厨房における事故防止対策案の組合せに関する意見募集結果について 

５．業務用ガス燃焼機器のメンテナンスに関する実態調査結果について 

６．事故事例ごとの事故原因の分類及び対策案について 

７．品目を限定した立消え安全装置義務化の検討について【審議事項】 

８．メンテナンス基準案について【審議事項】 

９．不完全燃焼防止装置搭載機器の開発・普及促進の検討について 

１０．ＣＯ警報器の設置促進に向けた検討について 

１１．ＩｏＴ技術活用の検討について 

１２．その他（今後のスケジュール等） 

 

配付資料 

資料 No.１ 第 1回業務用ガス燃焼機器安全性向上対策委員会 議事録(案) 

資料 No.２ 具体的な事業の実施内容について 

資料 No.３ 業務用厨房における事故防止対策案の組合せに関する意見募集結果 

資料 No.４ 業務用ガス燃焼機器メンテナンスに関するアンケート調査結果(メーカー) 

資料 No.５－１ 事故原因の分類及び対策案について 

資料 No.５－２ 業務用オーブンレンジのオーブン部等の漏えい着火事故事例 

資料 No.６ 業務用ガス厨房機器の立消え安全装置搭載義務化検討案 

資料 No.７ メンテナンス基準案 

資料 No.８ ＣＯ警報器の設置促進に向けた検討について 

資料 No.９ ＩｏＴ技術活用の検討について 

参考資料１ メーカー用点検表（案） 

業務用ガス燃焼機器安全性向上対策委員会 委員名簿 

 

 

議事摘録： 

１．事務局挨拶及び委員紹介 

事務局より開会の挨拶及び出欠状況の報告があった。 

 

２．前回議事録（案）の確認【審議事項】 

  事務局より資料 No.1について説明があり、前回議事録（案）は承認された。 

 

３．事業の実施状況について 

  事務局より資料 No.2を用いて事業の具体的な進捗状況について説明があった。 
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４．業務用厨房における事故防止対策案の組合せに関する意見募集結果について 

事務局より、第 1 回委員会後に集まった関係者の意見を資料 No.3 に記載した旨の説明があり、

人身事故の多い業務用ガスオーブン等に限定した立消え安全装置の搭載の意見等が紹介された。 

 

５．業務用ガス燃焼機器のメンテナンスに関する実態調査結果について 

事務局より資料 No.4 を用いて業務用ガス燃焼機器のメンテンナンスに関するアンケート調査

結果（メーカー）の説明があった。 

 

６．事故事例ごとの事故原因の分類及び対策案について 

事務局より資料 No.5-1 を用いてガス漏えい事故及び CO 中毒事故の事例並びにその原因と対策

案についての説明があった。 

 

７．品目を限定した立消え安全装置義務化の検討について【審議事項】 

事務局より資料 No.5-2 について、業務用オーブンレンジのオーブン部における事故事例及び

立消え安全装置搭載の事故低減への有効性に関する説明があった。また、資料 No.6 について、

業務用オーブンレンジの生産台数に占める立消え安全装置搭載品の割合及び立消え安全装置搭載

品の増加による事故低減の可能性に関する説明があった。続いて、事務局で作成した業務用ガス

オーブン等に限定した立消え安全装置搭載義務化の検討案について説明があった後、委員より以

下の意見があった。 

 

○ 義務化の範囲に立体炊飯器が入っているが事故が多いのか。資料 No.6 の１．義務化の背景

を読んだ限りでは、なぜ含めたのか不明確である。 

→  立体炊飯器はオーブンと同等の構造であり、同様の事故が発生しているため、義務化の範

囲に含めている。 

○ 業務用炊飯器の立消え安全装置搭載率は 99.7％と高い。アンケート先に含まれていない製

造事業者もあると思うがどうか。 

→  構造上、ほとんどの炊飯器に立消え安全装置が搭載されていると考えてよい。 

○ 立消え安全装置がついていない 0.3％の部分で事故があったということか。 

→  資料 No.5-2 に立消え安全装置はあるが作動しなかった事故事例もあり、一概にそうともい

えない。 

○ 資料 No.6 では立消え安全装置ありの業務用オーブンの割合は 96.6％となっている。これは

2018 年度の生産ベースの数字であり、市場のストックベースで 96.6％になっているわけで

はないという認識で良いか。 

→  それで良い。 

○ 義務化は新製品だけが対象か。 

→  新製品だけが対象である。 

○ 飲食業の会員企業へのヒアリングで、安全装置とは何を指すのかとの意見があった。義務

化を検討する前に飲食店への安全装置に関する啓蒙の必要性を検討いただきたい。 

○ 立消え安全装置がどのような装置なのか情報に触れる機会がない。義務化とは安全装置が
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ない機器は飲食店では使えないという意味なのか、それとも製造事業者への義務化なのか。

また、費用面を懸念している。 

→  義務化は製造事業者に係る規制を想定している。義務化開始以降に販売される製品は全て立

消え安全装置がついているものとなる。 

→  一般的には、立消え安全装置つきのオーブンを飲食店のユーザーにご購入いただいている。

生産台数の多い家庭用ガス機器にも立消え安全装置が付いており、安全装置がつくことで

価格が大幅に高くなるわけではない。 

→  安全を確保するために立消え安全装置の搭載は業界（飲食業界）としては良い話であると

考えている。費用がかさまなければ業界（飲食業界）としては問題ないので、利活用して

いきたい。 

○ 飲食業者は安全装置によるコストアップを懸念している。新たな厨房機器を導入する際に  

は、飲食店の規模に関係なく費用負担が必要となる。 

→ 資料 No.3 にあるように費用負担については補助金でという意見が多かったが、本事業の中

で決められるものではないので報告書に意見を残しておき、今後の申し送りとしたい。 

○ 2018 年～2019 年の 2 年間で業務用レンジのオーブン部に起因する事故が 10 件近く発生し

ており、大半が従業員の人身被害を伴っているため、オーブン部への対策強化が必要であ

る。現在販売されている業務用オーブンは概ね立消え安全装置がついているが、オーブン

レンジは約 7 割であり、オーブンレンジのオーブン部だけで着火人身事故の約半数を占め

ている。ガス安全小委員会でも安全装置搭載の必要性が示されている。2008 年の事業で業

務用事故対策が検討されて以降、CO 中毒事故は業務用換気警報器の設置により減少したが、

着火による人身事故は減少していない。新規販売分で対策をしても、既存分の入れ替えに

は 10～20 年程度かかると思われる。2040 年という将来を見据えた際に、今どのような対策

が必要かという観点でも検討が必要である。 

○ 義務化されるのは 2026 年以降の新商品であること、多くの機器では既に立消え安全装置が

搭載されており一部の未搭載の機種で事故が起きていることから、立消え安全装置の搭載

は有効であると思われる。既存の機器が使えなくなるわけではなく、新たに購入する機器

に搭載され、次第に安全になっていく。 

○ 中小飲食店では立体炊飯器は普及しておらず、一般的な炊飯器の方が普及している。 

 

８．メンテナンス基準案について【審議事項】 

事務局より資料 No.5-1 を用いて、機器の適切な使用と機器の定期的なメンテナンスの実施に

より防げるガス漏えい事故が多い旨の説明があった。また、資料 No.7 を用いてメンテナンス基

準案及びユーザー用点検表（案）に関する説明があった後、委員より以下の意見があった。 

 

○ ユーザー用点検表はどのように入手できるようにするのか。 

→ 今回は点検項目についてご議論いただきたい。今後の使い方等については次回の委員会で議

論できればよいと考えている。 

○ 立消え安全装置とは何か。ガス自動遮断弁のイメージか。飲食業の会員へのヒアリングによ

ると、2000 年以降に東京と横浜で新規出店する飲食店には自動ガス遮断弁を設置すること
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が義務付けられていると聞いている。東京と横浜では厨房機器メーカーから安全装置が付い

ている機器が出荷されているということか。 

→ 遮断弁は設備側でガスを遮断するものを指しているかもしれない。一方、立消え安全装置は

ガス機器に搭載され、末端でガスを止めるものを指している。 

→ 遮断弁を安全装置と認識している事業者もいるかもしれない。 

（→その後の調査で義務付けられていることの確認はできなかった。） 

○ 12 月 11 日付の日本フードサービス協会のニュースレターには、福島県郡山市での爆発事故

を受けた経済産業省による注意喚起に伴って、ガス事業者が飲食店での火災爆発防止のため

に店舗を訪問し、調査・確認を行うことになっているのでご協力願いたい旨の内容を記載し

ている。LP ガスについては来年 3 月末までに調査が入るが、都市ガスについては 4 年に 1

回の法定点検時に確認が行われるので、各店舗で時期が異なるという認識であるが、調査点

検とともにチェックリストを飲食店に置いて自主点検に活用できれば良いと考えている。 

○ 点検表は毎回 1 枚ずつ記入するのか。機器ごとに継続的にチェックしていけるような様式に

するのはどうか。機器の購入日や購入場所、不具合があった場合の連絡先等も記載できれば

便利ではないか。点検表（案）のパイロットバーナの点火性能の点検基準とチェック内容が

整合していない。点検者がチェックしやすい様式を検討してほしい。 

→  パイロットバーナのチェック内容は事務局の誤記なので修正する。 

○ 排ガス CO％が 0.28 と書かれているが、0.028 ではないか。測定値によっては表示される桁

数が違う場合もあるので記載方法には注意が必要ではないか。 

→  CO は実測値ではなく O2 を 0％として換算した値である。点検内容を分かりやすい記載方法

とするよう検討したい。 

○ 誰に対しても分かりやすい点検基準とするために、写真等で良い例・悪い例を示す等の考慮

が必要であると思う。ガス会社の Si センサーこんろ普及への取り組みの際には、様々な業

界団体が連携して普及に対する機運を高め周知を行った。業務用ガス機器はガス事業者の販

売・流通チャンネルに入っていないので、周知には弱いところがある。関係団体が集まる場

で対策をまとめて周知していけたらよいのではないか。 

 

９．不完全燃焼防止装置搭載機器の開発・普及促進の検討について 

事務局より資料 No.5-1 を用いて、CO 中毒事故事例の中には換気扇を使用することで防げるも

のや、機器のメンテナンスの実施が有効なものがある旨の説明があった。また、不完全燃焼防

止装置搭載機器の普及促進状況について説明があった後、委員より以下の意見があった。 

 

○ 不完全燃焼防止装置の技術開発に取り組んだ結果、技術的には開発の目途が立っている状況

であるが、大きくコストが増加する。そのため、開発・製造するメーカー、導入する飲食店

へのインセンティブの検討が必要と考えている。 

 

１０．ＣＯ警報器の設置促進に向けた検討について 

事務局より資料 No.8 を用いて、業務用厨房への CO 警報器普及促進の際に障害となっている

事項、普及促進に向けた課題の解決策、ユーザーへの安全啓発に係る取り組みについて説明が
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あった。また、次回の委員会で換気扇連動等についても議論したい旨の説明があった後、委員

より以下の意見があった。 

 

○ 啓発活動は飲食店の監督官庁を通じて周知できれば効果が大きいと考えている。業務用換気

警報器はガス事業者が自主保安として設置するものである。本来は需要家に設置してもらう

ものであり、全てのガス事業者が費用を負担して設置しているわけではないことをご留意い

ただきたい。 

○ CO中毒の危険性を示す指標はあるか。 

→  CO 中毒の危険性は血中 CO ヘモグロビン濃度で示されている。一般の方にご理解いただくた

めには別途啓蒙を図る必要があると考えている。 

→  従業員の年間死亡者数、病院へ搬送された人数等のデータの方が CO 中毒の危険性がわかり

やすく、従業員が問題意識を持つようになると考えられる。また、講習会等で CO 警報器の

必要性を示す際に活用できる。 

 

１１．ＩｏＴ技術活用の検討について 

事務局より資料 No.9 を用いて IoT 技術活用例の事務局案についての説明があった後、委員

より以下の意見があった。 

 

○ 将来的にビッグデータを活用して検討していく方向性には賛同する。なお、都市ガスではス

マートメーターの普及が進んでいないので、普及策について議論している段階である。また、

ガスに限らず、スマートメーターから取得した情報の利活用や電気・水道メーターとの通信

の共同利用、及びその際の電池・データの容量制限について議論されている段階である。今

回、一例が示されたが詳細の検討については課題を整理してから議論していただきたい。ま

た、第三者機関がこの仕組みで発生するコストをどのように回収するかの検討も必要である。 

○ この事業では過熱防止装置の搭載については検討するのか。また、(5)で対象とする機器は

レンジ、フライヤー等か。 

→  今年度の調査では一酸化炭素中毒事故及びガス漏えいによる事故防止対策の検討を目的とし

ているので、現段階で作成している資料レベルの提言を行う予定である。また、現在 JIA

製品認証制度において、フライヤーは過熱防止装置を備えていることを規定している。ま

た、東京都火災予防条例でもフライヤーに対して過熱防止装置の搭載を義務づけていると

認識している。 

 

１２．その他（今後のスケジュール等） 

事務局より資料 No.2 を用いて、本日のまとめ及び次回の委員会までの検討事項について以

下の説明があった。 

・②について、立体炊飯器は事務局で事故事例を精査して検討していく。 

・④について、メンテナンス基準案を精査していく。現場で使用して有効性を判断しながら

最終的に基準案を作成できればとよいと考えている。メンテナンス内容の周知手法につい

ては、次回、事務局から提案する。 
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・⑤について、CO警報器の設置促進に向けた安全啓発の手法を整理していく。 

 

また、事務局より次回委員会は 2月下旬を予定している旨の説明があった。 

 

以上 
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令和２年度第３回業務用ガス燃焼機器安全性向上対策委員会 議事録 

 

日 時 ： 令和３年３月１１日（木）  ９:００ ～ １１:００ 

場 所 ： Microsoft Teams Web会議 

一般財団法人日本ガス機器検査協会 ３階第１会議室 

出 席 者 ： (順不同・敬称略) 

 

委 員 長  松島 均 （日本大学） 

委 員  足澤 圭一 （ガス警報器工業会） 

  伊東 明彦 （一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会）※ 

  黒川 広治 （代理 長沢 圭介：一般社団法人日本ガス協会） 

  小城 哲郎 （全国飲食業生活衛生同業組合連合会） 

  近藤 三郎 （株式会社コメットカトウ） 

  佐伯 弘一 （公益社団法人日本給食サービス協会） 

  髙木 裕則 （一般社団法人全国ＬＰガス協会） 

  高橋 茂 （高圧ガス保安協会）※ 

  名川 良春 （矢崎エナジーシステム株式会社） 

  吉野 高広 （一般社団法人日本厨房工業会） 

  和中 清人 （タニコー株式会社） 

  丹羽 哲也 （一般財団法人日本ガス機器検査協会）※ 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ  堀  琢磨 （経済産業省 産業保安グループ ガス安全室） 

  義経 浩之 （経済産業省 産業保安グループ ガス安全室） 

  弓削多 宏貴 （経済産業省 産業保安グループ ガス安全室） 

  志村 泉 （経済産業省 産業保安グループ ガス安全室） 

  林崎 公徳 （経済産業省 産業保安グループ 製品安全課） 

  中谷 重 （経済産業省 産業保安グループ 製品安全課） 

  栗田 杏 （農林水産省 食料産業局 食品製造課 外食産業室） 

  桒原 崇宏 （総務省消防庁 予防課） 

  石塚 仁 （東京消防庁 予防部予防課）※ 

  木原 隆史 （千葉市消防局 予防部指導課） 

事  務  局  森廣 泰則 （一般財団法人日本ガス機器検査協会）※ 

  圓福 貴光 （                    〃       ）※ 

  鈴木 優子 （        〃       ）※ 

  福田 詩織 （        〃       ）※ 

※ 日本ガス機器検査協会 第１会議室での出席者 

（以上 ２７名） 



 

- 75 - 

 

議題 １．事務局挨拶及び委員紹介 

   ２．前回議事録（案）の確認【審議事項】 

   ３．事業の実施状況について 

４．メンテナンス基準案及び周知の方法について【審議事項】 

５．事業報告書（案）の確認【審議事項】 

６．その他 

 

配付資料 

資料 No.１ 第２回業務用ガス燃焼機器安全性向上対策委員会 議事録(案) 

資料 No.２ 具体的な事業の実施内容について 

資料 No.３ 点検表の利用方法及びユーザーへの周知方法（案） 

資料 No.４ 報告書（案） 

参考資料１ 業務用厨房機器共通 IoTプラットフォームの開発 

業務用ガス燃焼機器安全性向上対策委員会 委員名簿 

 

 

議事摘録： 

１．事務局挨拶及び委員紹介 

事務局より開会の挨拶及び出欠状況の報告があった。 

 

２．前回議事録（案）の確認 

  事務局より資料 No.1について説明があり、前回議事録（案）は承認された。 

 

３．事業の実施状況について 

  事務局より資料 No.2を用いて事業の具体的な進捗状況について説明があった。 

 

４．メンテナンス基準案及び周知の方法について 

事務局より資料 No.3 を用いて、ガス機器点検表の内容、ガス機器点検表を用いた点検フロー、

ユーザーへの周知方法、周知文書の内容について説明があり、以下の委員の意見に基づき資料を

修正することで、メンテナンス基準案及び周知の方法は承認された。 

 

○ P.1 の点検フロー（案）について、全てのメーカーが全ての機器に対して点検表を配布す

るように読めるが、ユーザーへの周知と同様に、前段としてメーカーへの周知も必要なこ

ともご留意いただきたい。 

→ 事務局でメーカーへの周知について追記する。 

○ P.2 の周知フロー（案）では、周知の対象となるユーザーは生活衛生同業組合に加盟して

いる施設に限られるため、組合に加盟していない施設への周知方法の検討も必要であると

思う。全国生活衛生営業指導センターは公益法人のため、生活衛生同業組合に加盟してい
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ない生活衛生の業種（例：食材の製造業等）にも周知・指導できる立場にあるが、業種や

施設の数が多く、全てに周知が行き渡るようにすることは難しい。業務用ガス燃焼機器を

使用している業種は多々あると想定されるので、所管省庁である厚生労働省へ通知を出す

だけでなく、中小企業庁や経済産業局にもご協力いただき、幅広く周知していくのも良い

と思う。また、自治体にも情報を流す必要がある。飲食店が営業許可を申請する際は必ず

保健所に行くので、チラシを保健所の窓口に置いておき、営業許可申請時に飲食店関係者

に説明する方法は効果があると思う。飲食店が融資を受ける時やガス機器を購入する時等、

日本政策金融公庫と接点があるため、その機会にチラシを配布してもらうことも考えられ

る。生活衛生同業組合ではチラシの配布の他にも、定期刊行物の出版やホームページへの

情報の掲載を行っている。ホームページは組合に加盟していない団体も閲覧することがで

きるので、多くのユーザーが情報に触れることができる。 

○ P.1 の点検フロー（案）では、納品時にメーカーからユーザーへ点検表を配布すると記載さ

れている。一方、P.2 の周知フロー（案）ではチラシや周知文書は経済産業省から各省庁を

通じて周知すると記載されている。チラシと点検表はセットで配布するのが良いと考えて

いるが、配布ルートが二方向あると本当にチラシが末端のユーザーまで届くのか疑問であ

る。また、経済産業省経由の文書の発出は毎年、無期限で行われるものなのか、期間を決

めて行われるものなのか考えを伺いたい。 

→  チラシの配布方法や周知先はガス安全室と相談し、いただいたご意見を踏まえて修正しな

がら、末端のユーザーまで行き渡るような配布方法を検討したい。国を通じてチラシと周

知文書を配布しつつ、点検表と同時にチラシを配布する等、手法を考えていきたい。 

○ P.4 のチラシについて、月に一度はガス機器を点検するという内容が重要なので、その部分

を強調して目立つように記載した方が良いと思う。「定期的に点検を行いましょう」では

なく、「定期的に点検してください」という強めの言い方に変えるのも効果があると思う。 

→  内容を修正する。 

○ P.5 の点検表は厨房に貼り付けておくことをイメージしているため、点検表を見ただけで何

をすればよいのか分かるようにした方が良いと思う。具体的には、表題の下に「毎月一度

は点検してください」と記載することや、結果の記号の説明の前に「No.1～No.9 の結果の

欄に次の記号から該当するものを記入してください」と記載することが考えられる。 

→  内容を修正する。 

 

５．事業報告書（案）の確認【審議事項】 

事務局より資料 No.4 及び参考資料 1 を用いて報告書（案）の内容について説明があり、以下

の委員の意見に基づき修正することで、報告書（案）は承認された。 

 

○ 「立ち消え安全装置」の表記について、「立ち消え」と「立消え」が混在しているが、今

後の法整備の検討を見据えて報告書内で統一した方が良いと思う。 

→  表記を「立ち消え安全装置」に統一する。 

○ P.31 の表で規定しているガス用品や液化石油ガス器具等は、一般家庭用として使用される

ガスこんろを指定するため、ガスの消費量の総和を 14kW 以下と制限した経緯がある。当該
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部分は製品安全規制ということで、製造事業者の届出や立入検査の義務があり、立ち消え

安全装置以外の技術基準も含めて検討していかなければならない。業務用オーブンレンジ

のオーブン部等についてこの部分に追加するという考え方もあるが、ガス事業法施行規則

第 202 条の消費設備の技術基準に追加するという考え方もあると思うので、それも含めた

検討ができるよう、報告書の内容を修正したほうが良い。 

→  確認の上、法規制に関する内容の追加を検討する。 

○ 業務用オーブンレンジは他の機器と比べて立ち消え安全装置の搭載率が低いので、義務化

の対象とする案にしたのだと思うが、率としては新製品で 68.0％となっている。各事業者

や業界を含めて他の機器と同程度の搭載率を目指して努力していただき、それでも達成で

きなければ法制化するという段階を踏まなかったのはなぜか。 

→  安全な機器の使用についてガス安全室から様々な周知を行ってきたが、業務用オーブンレ

ンジのオーブン部については立ち消え安全装置の搭載率が他と比べて伸びておらず、事故

が多く発生していることも踏まえて、義務化で進む方向で前回委員会においてご承認いた

だいたものと認識している。ただし、義務化が確定しているわけではなく、報告書に記載

するのはガス安全室と進め方を検討するための案であり、引き続き議論していきたい。 

○ ロードマップ（案）④の IoT 技術の活用について、製品安全課においても電気用品等の様

々な IoT 化を検討している。燃焼機器の事故予測や情報収集への IoT 技術活用と分かるよ

うな表現にした方が良いと思う。 

→  表現を修正する。燃焼機器の事故予測や情報収集に対しての IoT 化ということで、2025 年

度を目途に事故予測ロジックの検討をしながら、3.3 でまとめた内容を活用できないか検

討していくことを考えている。 

○ ロードマップ（案）③の点検表の運用について、2021 年度から開始となっているが、まず

は周知活動ということではなく、すぐに点検表を運用するというイメージなのか。 

→  HACCP講習会等の機会を活用させていただき、周知はすぐにでも可能なところから始めてい

きたい。点検表の運用についてもできるところから始めていきたいと考えている。 

 

６．その他 

事務局より、報告書（案）P.3 の委員会出席者氏名及び所属について、記載内容をご確認の

上、不都合等あれば事務局までご連絡いただきたい旨、お願いがあった。報告書（案）はご承

認いただいたと認識しているが、本日いただいたご意見を踏まえて委員長、ガス安全室に相談

して完成させたいと考えているので、引き続きご協力いただきたい旨、お願いがあった。 

 

以上 
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